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Ⅱ 工学系研究科 博士後期課程 
 



１．研究指導，修了要件，学位，履修方法について 

(1) 教育の理念 

知識基盤社会を支え，人類の持続的発展を可能とするためには，豊かな人間性，深い専門的知識・能力，

創造性に優れた研究・開発能力を備えた研究者・技術者の育成が不可欠である。特に，博士後期課程の修

了生に対しては，より幅広い視点からの実践的な問題解決能力が求められている。本研究科ではこれまで

の理工融合をさらに発展させた「システム創成科学専攻」に「電子情報システム学コース」「生産物質科

学コース」「社会循環システム学コース」及び「先端融合工学コース」が置かれている。 

「電子情報システム学コース」は，主に数学，電気電子工学，情報科学及びそれらを融合した分野の学

問研究を通して，自立的な研究が行える研究者及び高度な専門職業に従事できる技術者を育成する。 

「生産物質科学コース」は主に物理科学，機械工学及びそれらを融合した分野の学問研究を通して，自

然法則を深く理解し，新しいシステムを創成できる研究者及び高度な専門職業に従事できる技術者を育

成する。 

「社会循環システム学コース」は，都市工学，地域，経済・社会システム学及び環境化学を融合した学

問研究を通して，新しい社会循環システムを創成できる研究者及び高度な専門職業に従事できる技術者

を育成する。「先端融合工学コース」は，修士課程における先端融合工学専攻の教育研究を高度化・深化

させ，人間と環境に優しい社会の構築に貢献できる研究者及び高度な専門職業に従事できる技術者を育

成する。 

 

(2) 研究指導の方法 

学生の希望する研究課題に応じて，学生の所属するコースの博士後期課程主指導担当教員の中から1名

の主指導教員を選任し，これに2名以上の副指導教員を加えることによって指導体制を組織する。副指導

教員については，他のコースの教員（本研究科博士後期課程担当教員に限る。）を選ぶこともできる。 

学生は，毎学期，ラーニングポートフォリオシステムにおいて，研究指導実施報告書による指導教員か

らの研究指導を受けた上，自身の研究活動について振り返りを行う必要がある。 

 

(3) 修了の要件 

1）修士課程（又は博士前期課程）に2年間以上在学して修士（前期）課程を修了した者については，標準

で3年以上後期課程に在学し，後期課程所定の8単位を履修し，必要な研究指導を受け，博士論文の審査

に合格し，最終試験に合格しなければならない。ただし，優れた研究業績を上げた者は，1年以上在学

すればよい。 

2）修士（前期）課程を1年で修了した場合には，優れた研究業績を上げた者でも，後期課程には2年以上

在学しなければならない。つまり，前後期あわせて最短でも3年以上の在学期間が必要ということにな

る。 

3）大学院において修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められて，後期課程に入学した者

については，1）と同様，標準で3年以上在学し，後期課程所定の8単位を履修し，必要な研究指導を受

け，学位論文審査と最終試験に合格しなければならない。ただし，優れた研究業績を上げた者は，1年

以上在学すればよい。 
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(4)  学 位 

学位の種類は，博士（学術），博士（工学），博士（理学）である。現状では，博士（学術）を原則と

し，博士（工学），博士（理学）は研究の内容によるとしている。 

学位の授与は，年2回（3月と9月）行う。博士論文の審査を申請するには，指導教員との十分な打ち合

わせの後，学位申請資格認定（博士論文の内容が申請するに足る資格を有するか否かの認定）を受けなけ

ればならない。 

 

学位申請資格認定を受けた者は，次の期間内に学位申請書等を教務課に提出すること。提出書類は，工

学系研究科のホームページで確認すること。 

○3月に学位の授与を受けようとする者 同年の1月5日から1月10日まで 

○9月に学位の授与を受けようとする者 同年の6月21日から6月30日まで  

博士論文は，審査制度のある国際的学術雑誌若しくは国内外の学会誌等に掲載される水準であること

が要求される。 

課程修了による学位の授与に関する取扱いについては，「佐賀大学大学院工学系研究科（博士後期課程）

における課程修了による学位の授与に関する取扱要項」（25ページ）を参照すること。 

 

(5)  授業科目と履修方法 

本研究科の教育理念を実現するために，研究科専門科目のほかに，研究科特別講義，総合セミナー， 特

別実習・演習及び特定プロジェクトセミナーが開講される。 

全ての授業科目の単位数はそれぞれ2単位とする。学生は研究科専門科目から2単位，研究科特別講義及

び総合セミナーからそれぞれ2単位，特別実習・演習又は特定プロジェクトセミナーのいずれかから2単位

の合計8単位を履修しなければならない。研究科特別講義の単位の修得は，「環境・エネルギー科学グロ

ーバル教育プログラム」の環境科学特別講義又はエネルギー科学特別講義の単位の修得を以て代えるこ

とができる。 

 

1）研究科専門科目（2単位）各教員が行う高度の専門的内容を持つ科目である。（2章参照） 

2）研究科特別講義（2単位）専門能力とともに幅広い領域に関する関心や知識，柔軟な適応能力，総合的

思考能力を育てるための教育を行う。専門分野及び周辺又は異分野の教員のリレー方式によって実施

される。 

3）総合セミナー（2単位）受講生が本人の研究分野を中心に発表・討議を行い，自己啓発力及び学際的総

合能力を養う。セミナーの1グループは5名程度の学生と専門分野と周辺分野の教員数名程度で構成さ

れる。 

4）特別実習・演習（2単位）学生ごとに幅広い分野の教員からなる「指導チーム」を編成し，目的と専門

性に応じた学修指導・研究指導を通して，広い視点から問題解決能力を身に付けるとともに，研究論文

等の作成に必要なプランニング能力，独創的思考能力，研究遂行能力，論文作成能力及びコミュニケー

ション能力等を養う。この科目は，次項の特定プロジェクトセミナーに参加しない学生に課せられる。

計画・参加・報告 について指導教員と相談すること。 

5）特定プロジェクトセミナー（2単位）工学系研究科の教員が実施しているプロジェクト研究に参加し，

学外の研究者や技術者との交流を深め，専門的職業人としての素養を養う。セミナーのタイトルは次の

とおりである。 
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(6) 履修手続について 

授業科目を履修し，単位を取得するためには，次の手続を経なければならない。 履修届は，授業科目

履修の有無にかかわらず毎学期開講日から1週間以内に教務課工学系研究科教務担当に提出すること。 

講義に出席し，定期試験を受験し，あるいは，レポート等を提出して合格点に達すれば，所定の単位が与

えられる。 履修届用紙は，工学系研究科教務担当で配布する。 

 

(7) 成績評価基準 

科目の成績評価基準は学生便覧（佐賀大学大学院学則）に，科目毎の成績評価基準は該当科目のシラ 

バスに記載されている。 

 

(8) 成績開示 

ア  学生は，次に掲げる成績評価に関する情報の開示を授業担当教員に求めることができる。 

①  試験問題（定期試験以外の試験を含む。），レポート課題，授業への参加状況を示す資料 

②  模範解答，解答例，答案・レポート・課題等の評価ポイント 

③   配点等，自己採点に必要な情報 

イ 学生は，授業担当教員に対し，成績通知後1月以内（やむを得ない事情がある場合には，2月以内）

に，提出した答案・レポート等の評価内容の確認の申し出を行い，成績評価に関し説明を求めること

ができる。 

 

(9) 成績評価に対する異議申し立て 

ア 学生は，自身の成績評価に対して異議がある場合は，成績通知後1月以内（やむを得ない事情があ

る場合には，2月以内）に工学系研究科長に異議を申し立てることができる。 

工学系研究科長への申し立ては，学務部教務課の担当窓口において，所定の様式により行う。 

イ 異議申し立ての結果は，異議申し立てを行った日から起算して，原則，1月以内に審査され，その

後，通知される。 

ウ  学生は，イの決定に対して，再度，異議を申し立てることはできない。 

 

(10) 他の大学院等で研究指導，講義を受けることについて 

教育上有益と認めれば，他の大学院，研究所（外国の大学院，研究所を含む。）で，特定の課題につき，

研究指導を受けたり，講義を受講したりすることができる。（大学院学則第14条，17条）これは，大学院

間の協議に基づいて実施される。実施についての規則は別に定められる。 

 

(11) 環境・エネルギー科学グローバル教育プログラムについて 

平成25年度後学期から，アジア諸国の発展と先端的科学技術開発の国際的ネットワーク構築に貢献で

きるグローバル人材を育成するために，環境・エネルギー科学グローバル教育プログラムを開設してい

る。このプログラムは，日本人学生と外国人留学生が共学し，すべての科目が英語で開講されるため， 博

士後期課程の学生は，専門科目のうち当プログラム関連科目については，英語で受講することとなる。  
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システム創成科学専攻 Department of Science and Advanced Technology 

学位授与の方針 

学生が身に付けるべき以下の具体的学修成果の達成を学位授与の方針とする。また，大学院学則に定め

る所定の単位を修得し，かつ，博士論文を提出し，論文の審査及び最終試験に合格した者には，教授会の

議を経て，学長が修了を認定し，博士（学術），博士（理学）または博士（工学）の学位を授与する。 

 

博士（学術） 

１ 高度な専門性をもつ教育により，理学または工学の専門分野における深い専門知識を習得し，他分野

と融合した学際領域の研究を進める能力を有している。 

２ 自己啓発力，幅広い領域に関する関心や知識，柔軟な適応能力，総合的思考能力を身につけている。 

３ 広い視点からの問題解決能力を身に付けるとともに，プランニング能力，独創的思考能力，研究遂行

能力や専門的職業人としての素養を身につけている。 

４ 論文作成能力，プレゼンテーション能力，コミュニケーション能力や論理的に議論する能力を身につ

けている。 

 

博士（理学） 

１ 高度な専門性をもつ教育により，理学の専門分野における深い専門知識を習得し，理学分野の研究を

進める能力を有している。 

２ 自己啓発力，幅広い領域に関する関心や知識，柔軟な適応能力，総合的思考能力を身につけている。 

３ 広い視点からの問題解決能力を身に付けるとともに，プランニング能力，独創的思考能力，研究遂行

能力や専門的職業人としての素養を身につけている。 

４ 論文作成能力，プレゼンテーション能力，コミュニケーション能力や論理的に議論する能力を身につ

けている。 

 

博士（工学） 

１ 高度な専門性をもつ教育により，工学の専門分野における深い専門知識を習得し，工学分野の研究を

進める能力を有している。 

２ 自己啓発力，幅広い領域に関する関心や知識，柔軟な適応能力，総合的思考能力を身につけている。 

３ 広い視点からの問題解決能力を身に付けるとともに，プランニング能力，独創的思考能力，研究遂行

能力や専門的職業人としての素養を身につけている。 

４ 論文作成能力，プレゼンテーション能力，コミュニケーション能力や論理的に議論する能力を身につ

けている。 

 

教育課程編成・実施の方針 

教育方針を具現化するために，以下の方針の下に教育課程を編成し，教育を実施する。 

 

博士（学術） 

1．教育課程の編成 

(1) 学位授与の方針(1)を修得するために，「研究科専門科目」及び「博士課程研究」を配置する。 

(2) 学位授与の方針(2)を修得するために，「研究科特別講義」及び「総合セミナー」を開講する。 
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(3) 学位授与の方針(3)を修得するために，「特別実習・演習」及び「特定プロジェクトセミナー」を開講

する。 

(4) 学位授与の方針(4)を修得するために，研究成果の学会発表や学術論文作成のほか，「総合セミナー」，

「特別実習・演習」及び「特定プロジェクトセミナー」を開講する。 

 

2．教育の実施体制 

(1) 研究指導は，主指導教員1名及び副指導教員2名以上によって行う。 

(2) 授業科目の教育内容ごとに，その分野の授業を行うのに適した専門性を有する担当教員を配置する。 

 

3．教育・指導の方法 

指導教員は，次の(1)から(6)の項目について，学生が入学した時点で研究指導計画を作成し，年度毎に

計画の進捗状況を検証しながら，博士論文作成まで計画的な指導を行う。常に研究の進捗状況を把握し，

定期的な意見交換及び研究討議を行うことで，きめ細かな指導を実施する。 

(1) 研究課題の設定及び研究計画の立案に対する適切な指導を行う。 

(2) 研究を遂行するうえでの基礎的な知識や技術について他分野も含めて幅広く習得させる。 

(3) 研究室セミナーにより研究結果に基づいた論理的結論の誘導及び研究を総括する能力を身につけさ

せる。 

(4) 国内外の学会に於ける研究成果の発表を指導し，研究交流を勧める。 

(5) 国内外の査読付き学術誌に投稿するための論文執筆を指導する。 

(6) 博士論文の作成を指導する。 

 

4．成績の評価 

各授業科目の学修内容，到達目標，成績評価の方法・基準を学習要項（シラバス）等により学生に周知

し，それに則した成績評価を行う。 

博士論文は，主査1名及び副査3名以上によって以下の項目について審査する。 

(1) 博士論文の内容については，学術的意義，新規性および独創性が十分であるかを審査する。 

(2) 公聴会を開催し，研究の目的，結果及び結論が明確に説明されるか，また，質疑応答の適切さを評価

する。 

(3) 最終試験を実施し，博士論文の内容に関連した学力を問う。 

 

 

博士（理学） 

1．教育課程の編成 

(1) 学位授与の方針(1)を修得するために，「研究科専門科目」及び「博士課程研究」を配置する。 

(2) 学位授与の方針(2)を修得するために，「研究科特別講義」及び「総合セミナー」を開講する。 

(3) 学位授与の方針(3)を修得するために，「特別実習・演習」及び「特定プロジェクトセミナー」を開講

する。 

(4) 学位授与の方針(4)を修得するために，研究成果の学会発表や学術論文作成のほか，「総合セミナー」，

「特別実習・演習」及び「特定プロジェクトセミナー」を開講する。 

 



6 

 

2．教育の実施体制 

(1) 研究指導は，主指導教員1名及び副指導教員2名以上によって行う。 

(2) 主指導教員は理学分野の研究を行っている教員とする。 

(3) 授業科目の教育内容ごとに，その分野の授業を行うのに適した専門性を有する担当教員を配置する。 

 

3．教育・指導の方法 

指導教員は，次の(1)から(6)の項目について，学生が入学した時点で研究指導計画を作成し，年度毎に

計画の進捗状況を検証しながら，博士論文作成まで計画的な指導を行う。常に研究の進捗状況を把握し，

定期的な意見交換及び研究討議を行うことで，きめ細かな指導を実施する。 

(1) 理学の専門分野における研究課題の設定及び研究計画の立案に対する適切な指導を行う。 

(2) 研究を遂行するうえでの基礎的な知識や技術を習得させる。 

(3) 研究室セミナーにより研究結果に基づいた論理的結論の誘導及び研究を総括する能力を身につけさ

せる。 

(4) 国内外の学会に於ける研究成果の発表を指導し，研究交流を勧める。 

(5) 国内外の査読付き学術誌に投稿するための論文執筆を指導する。 

(6) 博士論文の作成を指導する。 

 

4．成績の評価 

各授業科目の学修内容，到達目標，成績評価の方法・基準を学習要項（シラバス）等により学生に周知

し，それに則した成績評価を行う。 

博士論文は，主査1名及び副査3名以上によって以下の項目について審査する。 

(1) 博士論文の内容については，学術的意義，新規性および独創性が十分であるかを審査する。 

(2) 公聴会を開催し，研究の目的，結果及び結論が明確に説明されるか，また，質疑応答の適切さを評価

する。 

(3) 最終試験を実施し，博士論文の内容に関連した学力を問う。 

 

 

博士（工学） 

1．教育課程の編成 

(1) 学位授与の方針(1)を修得するために，「研究科専門科目」及び「博士課程研究」を配置する。 

(2) 学位授与の方針(2)を修得するために，「研究科特別講義」及び「総合セミナー」を開講する。 

(3) 学位授与の方針(3)を修得するために，「特別実習・演習」及び「特定プロジェクトセミナー」を開講

する。 

(4) 学位授与の方針(4)を修得するために，研究成果の学会発表や学術論文作成のほか，「総合セミナー」，

「特別実習・演習」及び「特定プロジェクトセミナー」を開講する。 

 

2．教育の実施体制 

(1) 研究指導は，主指導教員1名及び副指導教員2名以上によって行う。 

(2) 主指導教員は工学分野の研究を行っている教員とする。 

(3) 授業科目の教育内容ごとに，その分野の授業を行うのに適した専門性を有する担当教員を配置する。 
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3．教育・指導の方法 

指導教員は，次の(1)から(6)の項目について，学生が入学した時点で研究指導計画を作成し，年度毎に

計画の進捗状況を検証しながら，博士論文作成まで計画的な指導を行う。常に研究の進捗状況を把握し，

定期的な意見交換及び研究討議を行うことで，きめ細かな指導を実施する。 

(1) 工学の専門分野における研究課題の設定及び研究計画の立案に対する適切な指導を行う。 

(2) 研究を遂行するうえでの基礎的な知識や技術を習得させる。 

(3) 研究室セミナーにより研究結果に基づいた論理的結論の誘導及び研究を総括する能力を身につけさ

せる。 

(4) 国内外の学会に於ける研究成果の発表を指導し，研究交流を勧める。 

(5) 国内外の査読付き学術誌に投稿するための論文執筆を指導する。 

(6) 博士論文の作成を指導する。 

 

4．成績の評価 

各授業科目の学修内容，到達目標，成績評価の方法・基準を学習要項（シラバス）等により学生に周知

し，それに則した成績評価を行う。 

博士論文は，主査1名及び副査3名以上によって以下の項目について審査する。 

(1) 博士論文の内容については，学術的意義，新規性および独創性が十分であるかを審査する。 

(2) 公聴会を開催し，研究の目的，結果及び結論が明確に説明されるか，また，質疑応答の適切さを評価

する。 

(3) 最終試験を実施し，博士論文の内容に関連した学力を問う。 

 

履修モデル 

 研究科専門科目 研究科特別講義 総合セミナー 
特定プロジェクトセミ 

ナー・特別実習・演習 

履修登録 

単位数 

3 年後期      

3 年前期      

2 年後期    ○ 2 

2 年前期   ○  2 

1 年後期  ○   2 

1 年前期 ○    2 

修了要件 

単位数 
2 2 2 2 8 

 

研究指導計画 

主指導教員1名及び副指導教員2名以上によって指導する。指導教員は，次の(1)から(6)の項目につい

て，学生が入学した時点で研究指導計画を作成し，年度毎に計画の進捗状況を検証しながら，博士論文作

成まで計画的な指導を行う。常に研究の進捗状況を把握し，定期的な意見交換及び研究討議を行うこと

で，きめ細かな指導を実施する。 

(1) 研究課題の設定及び研究計画の立案に対する適切な指導を行う。 

(2) 研究を遂行するうえでの基礎的な知識や技術を習得させる。 

(3) 研究室セミナーにより研究結果に基づいた論理的結論の誘導および研究を総括する能力を身につけ

させる。 
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(4) 国内外の学会に於ける研究成果の発表を指導し，研究交流を勧める。 

(5) 国内外の査読付き学術誌に投稿するための論文執筆を指導する。 

(6) 博士論文の作成を指導する。 

 

博士論文の評価・認定基準 

(1) 博士論文は，主査1名及び副査3名以上によって審査する。 

(2) 博士論文の内容については，その分野での意義，新規性および独創性が十分であるかを審査する。こ

れらの項目の評価は，査読付き学術論文などの副論文を参考に行う。 

(3) 公聴会を開催し，研究の目的，結果及び結論が明確に説明されるか，また，質疑応答の適切さを評価

する。 

(4) 最終試験を実施し，博士論文の内容に関連した学力を問う。  
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博士後期課程授業科目一覧 

「電子情報システム学コース」（Course in Electronics and Information Systems） 

科目名 教員名 

リーマン幾何学特論（Advanced  Riemannian  Geometry） 未 定 

部分多様体特論（Advanced  Study  of  Submanifolds） 未 定 

数論幾何学特論（Advanced Arithmetic Geometry） 准教授 中村健太郎 

組合せ代数学特論（Advanced   Combinatorial   Algebra） 未 定 

トポロジー特論（Advanced  Study  of  Topology） 准教授 庄田敏宏 

大域幾何学特論（Global    geometry） 講 師 猿子幸弘 

統計数学特論（Advanced  Study  of  Statistical  Mathematics） 未 定 

確率解析学特論（Advanced Stochastic Analysis） 未 定 

偏微分方程式特論（Advanced Study of Partial Differential Equations） 未 定 

確率基礎学特論（Advanced  Probability） 教 授 半田賢司 

非線形偏微分方程式特論（Advanced Study of Nonlinear Partial 

Differential  Equations） 
教 授 梶木屋龍治 

応用解析学特論（Advanced  Applied  Mathematical  Analysis） 准教授 日比野雄嗣 

複素解析学特論（Advanced  Complex  Analysis） 未 定 

センシングシステム特論（Advanced Theory for Pattern Recognition  and 

Understanding） 
教 授 奥村浩 

デジタル情報通信技術特論（Advanced Technologies of Digital Communications） 教 授 花田英輔 

生体情報学特論（Information  in  Biological  Systems） 教 授 福田修 

教育システム情報特論（Advanced Study of Information and Systems in 

Education） 
教 授 岡﨑泰久 

知覚情報システム特論（Advanced Information Processing Systems for 

Human and Machine Perception） 
教 授 奥村浩 

並列アルゴリズム特論（Advanced  Parallel  Algorithms） 教 授 松前進 

創発システム特論（Advanced  Emergent  System） 准教授 中山功一 

ユビキタスコンピューティング特論（Advanced Technology in Ubiquitous 

Computing） 
准教授 大谷誠 

数値解析特論（Advanced   Numerical   Analysis） 准教授 木村拓馬 

統計的学習特論（Advanced  Statistical  Inference） 准教授 山口暢彦 

情報代数学特論（Advanced Algebra for Information Science） 准教授 廣友雅徳 

複雑系の科学特論（Science of Complex Systems） 教 授 只木進一 

コード最適化特論（Code  Optimization  Techniques） 教 授 山下義行 

情報処理学特論（Advanced   Information   Processing） 准教授 掛下哲郎 

数値関数解析特論（Numerical   Functional   Analysis） 教 授 皆本晃弥 

数値くりこみ法特論（Topics  in  Numerical  Renormalization） 准教授 日永田泰啓 

社会情報システム工学特論（Anvanced Social Information Systems 

Engineering） 
教 授 堀良彰 
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半導体材料学特論（Advanced Study of Science and Technology of 

Semiconductor Materials） 
教 授 田中徹 

電磁波工学特論（Advanced  Electromagnetic  Theory） 教 授 豊田一彦 

結晶工学特論（Advanced Crystal Engineering） 未 定 

半導体物性特論（Advanced  Study  of  Semiconductor  Properties） 未 定 

半導体表面科学特論（Advanced  Surface  Science  of  Semiconductors） 教 授 郭其新 

信号処理回路特論（Signal  Processing  Circuits） 准教授 深井澄夫 

神経情報処理工学特論（Advanced Engineering of Brain-like Information  

Systems） 
准教授 和久屋寛 

レーザ応用工学特論（Advanced Study of Laser Engineering and 

Applications） 
未 定 

エレクトロニクス実装工学特論（Advanced   Electronics   Packaging   

Technology） 
准教授 佐々木伸一 

脳型情報処理特論（Neural Information Processing） 准教授 原重臣 

シンクロトロン光物性特論（Property and Application of Synchrotron 

Light） 
准教授 高橋和敏 

光電子物性特論（Optical and Electronic Properties of Condensed Matters） 准教授 田中高行 

情報通信工学特論（Advanced Engineering of Information and 

Communication） 
准教授 福本尚生 

アンテナ工学特論 (Advenced Antenna Engineering) 准教授 西山英輔 

環境エネルギー工学特論（Advanced Environmental and Energy Engineering） 教 授 嘉数誠 

実環境計測評価特論（Advanced   Measurement    Engineering） 教 授 大石敏之 

数値電気力学特論（Advanced Numerical Electrodynamics） 教 授 古川達也 

プラズマ発生工学特論（Advanced   Plasma   Production   Engineering） 教 授 大津康徳 

パルスパワー工学特論（Topics in Pulsed Power Engineering） 准教授 猪原哲 

システム制御設計特論（Advanced Design for Systems Control） 准教授 伊藤秀昭 

 

「生産物質科学コース」（Course of Mechanical Engineering and Physical Science） 

科目名 教員名 

基本粒子実験物理学特論（Fundamental Particle Physics Experimental）） 未 定 

宇宙論特論（Cosmology） 教 授 船久保公一 

場の理論特論（Advanced Quantum Field Theory） 未定 

素粒子核分光学特論（Particle  and  Nuclear  Spectroscopy） 教 授 大隅秀晃 

素粒子実験学特論（Advanced   Experimental   Particle   Physics） 教 授 杉山晃 

量子多体論特論（Advanced Theory of Quantum Many Body System） 教 授 河野宏明 

素粒子論特論（Advanced Particle Physics） 教 授 青木一 

ハドロン物理学特論（Advanced  Hadron  Physics） 准教授 橘基 

素粒子論的宇宙論（Particle Cosmology） 准教授 高橋智 

強相関係物理特論（Advanced Lecture in Correlated Low-demensional 教 授 鄭旭光 
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Materials） 

量子干渉特論（Quantum Interference and its Measurement） 未 定 

低温物性特論（Advanced  Low  Temperature  Physics） 准教授 山内一弘 

量子光学特論（Advanced Quantum Optics） 未 定 

磁性体物性特論（Advanced Lecture in Magnetism） 准教授 岡山泰 

超伝導物理特論（Advanced  Lecture  in  Superconductivity） 准教授 真木一 

ナノ物理学特論（Advanced Solid State Physics） 准教授 石渡洋一 

光物性物理学特論（Optical Processes in Condensed Matter） 准教授 東純平 

熱エネルギー利用学特論（Advanced  Technology  of  Thermal  Energy） 教 授 宮良明男 

流体エネルギー創成工学特論（Advanced  Technology  of  Fluid  Energy） 准教授 村上天元 

流体機械システム学特論（Advanced  Fluid  Machinery） 教 授 木上洋一 

熱エネルギー機器工学特論（Advanced Technology of Facilities for 

Utilization of High Density Energy） 
教 授 光武雄一 

熱エネルギー移動工学特論（Advanced Study of Thermal Energy Transfer） 准教授 仮屋圭史 

流体機器開発工学特論（Advanced   Turbomachinery） 准教授 塩見憲正 

機器要素設計学特論（Advanced Design of Machinery and Machine Elements） 教 授 張波 

高精度加工システム特論（Advanced Manufacturing Processes） 准教授 大島史洋 

トライボロジー解析特論（Advanced  Tribology） 准教授 馬渡俊文 

計算固体力学特論（Computational  Solid  Mechanics） 教 授 萩原世也 

機械材料強度学特論（Advanced  Strength  of  Mechanical  Materials） 准教授 只野裕一 

生産システム特論（Advanced  Production  System） 准教授 長谷川裕之 

行動型ロボット特論（Behavior-based  Robots  and  Control） 教 授 辻村健 

機械システム制御特論（Mechanical  System  Control） 教 授 佐藤和也 

適応・学習システム特論（Adaptive  and  Learning  Systems） 准教授 泉清高 

精密加工学特論（Advanced   Precision   Machining） 教 授 張波 

金属疲労学特論（Advanced Fatigue of Metals） 教 授 服部信祐 

非鉄金属材料学特論（Advanced  Structural  Non-ferrous  Materials） 准教授 森田繁樹 

環境材料強度特論（Advanced Study of Material Strength in Environment） 准教授 武富紳也 

海洋工学特論（Advanced   Ocean   Engineering） 未 定 

エネルギー輸送現象特論（Advanced Transport  Phenomena  on Energy） 講 師 石田賢治 

自然エネルギー利用工学特論（Advanced Utilization of Renewable Energy） 教 授 石田茂資 

海洋熱エネルギー創成工学特論（Advanced Creative Engineering on Ocean 

Thermal Energy） 
教 授 池上康之 

海洋環境工学特論（Ocean measurement） 准教授 今井康貴 

海洋熱エネルギー機器工学特論（Advanced Study of Ocean Thermal Energy） 准教授 有馬博史 
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「社会循環システム学コース」（Course of Environmental Science and Engineering） 

科目名 教員名 

複合錯体構造学特論（Structural  Aspects  of  Metal  Complexes） 教 授 鯉川雅之 

金属錯体化学特論（Advanced   Coordination   Chemistry） 未 定 

ハイブリッド材料化学特論（Chemistry of Hybrid Materials） 未 定 

無機電子材料特論（Inorganic  Electronic  Material  Chemistry） 准教授 坂口幸一 

環境調和型有機化学特論（Environmentally  Benign  Chemistry  of  

Organic  Substances） 
教 授 北村二雄 

有機薄膜構造学特論（Structure  of  Organic  Thin  Films） 
教 授 大石祐司 

准教授 成田貴行 

行物質変換化学特論（Advanced   Organic   Synthesis） 教 授 花本猛士 

機能蛋白質化学特論（Functional Protein Chemistry） 未定 

生体分子構造特論（Structures  and  Functions  of  Biomolecules） 教 授 岡島俊哉 

高機能物質化学特論（Chemistry of Highly Controlled Materials） 教 授 山田泰教 

光機能性物質学特論（Advanced  Molecular  Photochemistry） 未 定 

両親媒性物質化学特論（Advanced Chemistry of Amphiphilic Materials） 教 授 冨永昌人 

固体機能材料工学特論（Advanced  Photophysical  Chemistry  of  Organic  

Materials） 
准教授 江良正直 

計算機物質化学特論（Computational Chemistry of Materials） 教 授 海野雅司 

環境分析化学特論 未 定 

循環資源化学特論（Advanced Aquatic Environmental Chemistry） 未 定 

環境制御化学特論（Advanced Chemistry of Microenvironmental Control） 准教授 長田聰史 

分子認識化学特論（Advanced  Molecular  Recognition  Chemistry） 教 授 高椋利幸 

廃棄物工学特論（Material Recycles and Waste Management） 准教授 森貞真太郎 

分離機能分子工学特論（Chemical Separation Science and Technology） 教 授 大渡啓介 

基礎地盤工学特論（Advanced    Geotechnical    Engineering） 教 授 柴錦春 

地盤材料学特論（Advanced   Geotechnical   Materials） 未 定 

地盤材料解析学特論（Advanced  Geotechnical  Materials  Analysis） 教 授 日野剛徳 

地域建築計画学特論（Advanced  Architectural Theory  Related  to  

Regional Characteristics） 
准教授 後藤隆太郎 

土質工学特論（Advanced Soil Mechanics） 未 定 

構造施工学特論（Construction   Management   of   Infrastructure） 未 定 

構造設計学特論（Advanced Structural Design） 教 授 井嶋克志 

計算工学特論（Advanced   Computational   Engineering） 教 授 帯屋洋之 

コンクリート工学特論（Advanced   Concrete   Engineering） 教 授 伊藤幸広 

水資源管理学特論（Advanced Water Resources Management Engineering） 准教授 ナルモン 

水質制御工学特論（Advanced  Water  Quality  Control  Engineering） 未 定 

環境システム工学特論（Advanced  Environmental  Systems  Engineering） 教 授 山西博幸 

地域水系管理学特論（Advanced River System Management Engineering） 教 授 大串浩一郎 
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環境水理学特論（Advanced   Environmental   Hydraulics） 教 授 大串浩一郎 

沿岸域工学特論（Advanced  Coastal  Zone  Engineering） 准教授 押川英夫 

交通計画学特論（Advanced  Transportation  Planning） 未 定 

環境システム評価特論（Advanced   Environmental   Evaluation） 未 定 

都市システム管理学特論（Urban   System   Management） 准教授 猪八重拓郎 

建築意匠特論（Advanced Architectural Theory of Design） 未 定 

環境デザイン特論（Advanced   Environmental   Design） 准教授 中大窪千晶 

建築環境制御学特論（Advanced  Architectural  Environmental  Control  

Engineering） 
教 授 小島昌一 

都市・建築環境心理学特論（Advanced  Topics  of  Urban  and  Building  

Environmental  Psychology） 
准教授 李海峰 

景観デザイン学特論（Spcecial  Theory  of  Townscape  Design） 教 授 三島伸雄 

地域建築学特論（Advanced Domestic Architecture） 准教授 後藤隆太郎 

持続都市デザイン学特論（Advanced Lecture on Sustainable Urban Design） 教 授 有馬隆文 

地域産業政策特論（Regional  Industrial  Policy） 准教授 竹村敏彦 

農村開発特論（Advanced Rural   Development） 教 授 品川優 

社会選択理論特論（Advanced Social Choice Theory） 教 授 都築治彦 

産業会計測定特論（A Theory of Business Accounting Measurement） 教 授 木戸田力 

政策システム分析特論（Study on Public Policy and Systems Analysis） 教 授 中西一 

開発経済学特論（Development Economics） 教 授 サーリヤ・デ

ィ・シルバ 

国際経済システム特論（Global Economic System） 教 授 金子晋右 

都市経済学特論（Advanced Urban Economics） 教 授 亀山嘉大 

データ科学特論（Advanced  Data  Science） 准教授 竹村敏彦 

地域社会学特論（Advanced  Lecture  on  Regional  Sociology） 未 定 

地域経済学特論（Advanced  Lecture  on  Regional  Economics） 教 授 張 韓模 

環境法学特論（Advanced  Lecture  on  Environmental  Law） 未 定 

都市地理学特論（Advanced   Urban   Geography） 教 授 山下宗利 

地域比較文化学特論（Advanced Lecture on Regional Comparative Culture） 准教授 中尾友香梨 

地域市民社会特論（Advanced Lecture on Regional Citizenship Society） 未 定 

環境生態学特論（Advanced  Lecture  on  Environmental  Ecology） 教 授 宮脇博巳 

住居環境学特論（Advanced  Lecture  on  Living  Environment） 教 授 澤島智明 

政治社会学特論（Advanced  Lecture  on  Political  Sociology） 未 定 

 

「先端融合工学コース」（Course of Advanced Technology Fusion） 

科目名 教員名 

先端医工ロボティクス特論（Advanced   Biomedical   Robotics） 教 授 上野直広 

先端生体システム工学特論（Advanced  Biological  System  Engineering） 教 授 後藤聡 

先端医学電子工学特論（Advanced Biomedical Electronic Engineering） 教 授 高橋英嗣 
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先端医用生体工学特論（Advanced Medical and Biological Engineering） 准教授 杉剛直 

先端生体流体工学特論（Advanced  Biomedical  Fluid  Engineering） 教 授 松尾繁 

先端医療機器工学特論（Advanced Medical Device Engineering） 准教授 橋本時忠 

先端生体数値流体工学特論（Advanced  Biomedical  Computational  Fluid  

Dynamics） 
准教授 住隆博 

先端医工電磁界解析特論（Advanced  Biomedical  Electromagnetic  Field  

Analysis） 
教 授 村松和弘 

先端医用計測工学特論（Advanced Biomedical Sensing） 教 授 寺本顕武 

先端生体機能力学特論（Advanced   Biomedical  Dynamics） 
准教授 イスラム・

カーン 

先端医工制御特論（Advanced  Biomedical  Control  Theory） 未 定 

先端医用画像処理工学特論（Advanced  Medical  Image  Processing） 准教授 堂薗浩 

先端知能計測工学特論（Advanced  Intelligent  Instrumentation） 准教授 木本晃 

先端医用光学特論（Advanced  Biomedical  Optics） 准教授 山岡禎久 

先端固体材料学特論（Advanced Solid Material Science） 未 定 

先端エネルギー材料学特論（Advanced Materials for Energy Storage） 准教授 藤澤知績 

先端複合材料強度学特論（Fractology of Advanced Composite Material） 教 授 赤津隆 

先端材料複合工学特論（Advanced   Composite   Material） 准教授 矢田光徳 

先端機能分子設計特論（Molecular  Design  of  Advanced  Materials） 未定 

先端有機物理化学特論（Advanced  Physical Organic  Chemistry） 教 授 竹下道範 

先端機能分子物性特論（Advanced Adsorptive Material Preparation） 准教授 川喜田英孝 

先進材料学特論 准教授 寺崎正 

ナノテクノロジー応用特論（Advanced  Nano  Technology） 教 授 松田直樹 

化学応用特論（Advanced Technology of Chemistry） 教 授 山下健一 

先端耐熱材料工学特論（Advanced Technology of Heat-Resistant Materials） 教 授 田原竜夫 

環境材料設計特論（Environment-friendly   materials   design） 教 授 野中一洋 

複合材料構造学特論（Structural Aspects of Composite Material） 准教授 山田浩志 
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３．工学系研究科規則、履修細則 

３－１ 工学系研究科規則 

（趣旨） 

第１条 佐賀大学大学院工学系研究科（以下「研究科」という。）に関する事項は，国立大学法人佐賀大

学基本規則（平成16年4月1日制定），佐賀大学大学院学則（平成16年4月1日制定。以下「大学院学則」

という。）及び佐賀大学学位規則（平成16年4月1日制定。以下「学位規則」という。）に定めるものの

ほか，この規則の定めるところによる。 

（研究科の目的） 

第１条の２ 研究科は，理学及び工学の領域並びに理学及び工学の融合領域を含む関連の学問領域にお

いて，創造性豊かな優れた研究・開発能力を持つ研究者・技術者等，高度な専門的知識・能力を持つ職

業人又は知識基盤社会を支える深い専門的知識・能力と幅広い視野を持つ多様な人材を養成し，もって

人類の福祉，文化の進展に寄与することを目的とする。 

（博士前期課程の専攻の目的） 

第１条の３ 研究科の前期2年の課程（以下「博士前期課程」という。）の各専攻の目的は，次に掲げる

とおりとする。 

(1) 数理科学専攻    数学及び数理科学の領域において，知識基盤社会を多様に支える高度で知的な素

養のある人材を養成すること。 

(2) 物理科学専攻    物理学及び物理科学の領域において，知識基盤社会を多様に支える高度で知的な

素養のある人材を養成すること。 

(3) 知能情報システム学専攻   情報科学及び情報工学の学問領域における深い専門知識・能力及び幅広

い視野をもって知識基盤社会を支える人材を養成すること。 

(4) 循環物質化学専攻   化学の領域において，循環型社会を実現するための確かな知識と実践力を持つ

高度な専門技術者等を養成すること。 

(5) 機械システム工学専攻   機械工学及びその関連の領域において，高度な専門的知識・能力を持つ職

業人を養成すること。 

(6) 電気電子工学専攻    電気工学及び電子工学の領域において，高度な専門的知識・能力を持つ職業

人を養成すること。 

(7) 都市工学専攻    都市工学の領域において，高度な専門的知識・能力を持つ職業人を養成すること。 

(8) 先端融合工学専攻   医工学又は機能材料工学の領域において，確かな知識と実践力を持つ高度な専

門技術者等を養成すること。 

（博士後期課程の専攻の目的） 

第１条の４  研究科の後期3年の課程（以下「博士後期課程」という。）の専攻の目的は，次に掲げると

おりとする。 

システム創成科学専攻 電子情報システム学，生産物質科学，社会循環システム学又は先端融合工学

の豊かな学識と高度な専門知識を持ち，学際的立場から自立した研究活動が遂行できる研究者・技術者

を養成すること。 

（専攻並びにコース及び講座） 

第２条  研究科の専攻に，別表のとおりコース及び講座を置く。 

（指導教員） 
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第３条  学生の専攻分野の研究を指導するため，学生ごとに指導教員を置く。 

２ 博士前期課程の学生の指導教員は，主指導教員1人及び副指導教員1人以上とする。 

３ 博士後期課程の学生の指導教員は，主指導教員1人及び副指導教員2人以上とする。 

（授業科目，単位数及び履修方法） 

第４条 授業科目，単位数及び履修方法は，佐賀大学大学院工学系研究科履修細則（平成16年4月1日制

定）に定めるところによる。 

２ 教育上特別の必要があると認められる場合には，夜間その他特定の時間又は時期において授業又は

研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 

３ 教育上特別の必要があると認められる場合には，他の国立の研究所等の研究者を大学院教員に併任

する等の方法により，当該研究所等において授業又は研究指導を行うこと（連携大学院方式と称する。）

ができる。 

（他の大学院等における授業科目の履修） 

第５条 学生は，大学院学則第14条の規定に基づき，他の大学院及び外国の大学院の授業科目を履修する

ことができる。 

２ 指導教員は，研究指導上必要があると認めるときは，学生が他専攻及び他の研究科の授業科目を履修

することを認めることができる。 

（入学前の既修得単位の認定） 

第６条 研究科が必要と認めたときは，大学院学則第15条の規定に基づき，学生が大学院に入学する前に

大学院又は他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を，大学院に入学した後の大

学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

（他の大学院等における研究指導） 

第７条 学生は，大学院学則第17条の規定に基づき，他の大学院又は研究所等（外国の大学院又は研究所

等を含む。）において，必要な研究指導を受けることができる。ただし，博士前期課程の学生が当該研

究指導を受ける期間は1年を超えないものとする。 

２ 指導教員は，研究指導上必要があると認めるときは，学生が他の研究科において必要な研究指導を受

けることを認めることができる。ただし，博士前期課程の学生が当該研究指導を受ける期間は1年を超

えないものとする。 

（履修手続） 

第８条 履修しようとする授業科目については，各学期とも所定の期間に定められた方法により履修手

続をしなければならない。ただし，学期の中途から開始される授業科目については，その都度履修手続

をしなければならない。 

（成績判定及び単位の授与） 

第８条の２ 授業科目を履修した場合には，成績判定の上，合格した者に対して所定の単位を与える。２  

成績判定は，平素の学修状況，出席状況，学修報告，論文及び試験等によって行う。 

３ 成績は，秀・優・良・可・不可の評語をもって表わし，秀・優・良・可を合格とし，不可は不合格と

する。 

４ 前項の規定にかかわらず，成績の判定に当たり，前項に規定する評語により難いと佐賀大学教育委員

会が認めた授業科目においては，合又は不可の評語をもって表すことができるものとし，合を合格と

し，不可は不合格とする。 

（試験） 
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第９条  試験は，毎学期末又は毎学年末において授業担当教員が行う。 

（学位論文の提出） 

第１０条 学位規則第7条第1項の規定により，修士の学位の授与を受けようとする者は，申請書類ととも

に，修士の学位論文又は特定の課題についての研究の成果（以下「修士論文等」という。）を指定した

期日までに研究科長に提出しなければならない。 

２ 学位規則第7条第2項，第3項及び第4項の規定により，博士の学位の授与を受けようとする者は，申請

書類とともに，博士の学位論文（以下「博士論文」という。）を指定した期日までに研究科長を経て学

長に提出しなければならない。 

（学位論文審査員） 

第１１条  佐賀大学大学院工学系研究科教授会（以下「研究科教授会」という。）は，修士論文等の審査

のため，研究科の教員の中から3人以上の審査員を選出し，うち1人を主査とする。 

２ 研究科教授会は，博士論文の審査のため，研究科の教員の中から3人以上の審査員を選出し，うち1人

を主査とする。 

３ 前2項の規定にかかわらず，修士論文等及び博士論文の審査に当たって必要があるときは，研究科委

員会の議を経て，他の研究科，他の大学院又は研究所等（外国の大学院又は研究所等を含む。）の教員

等を審査員に加えることができる。 

（入学者及び進学者の選考） 

第１２条  博士前期課程の入学者の選考は，各専攻ごとに，専門の科目等についての筆記又は口述試験，

大学等の調査書及び面接等により行う。 

２ 博士後期課程の入学者の選考は，修士論文等又はそれに代る研究業績，専門の科目等についての筆記

又は口述試験，大学等の調査書及び面接等により行う。 

第１３条 博士後期課程への進学者の選考は，修士論文等及びそれに関連する科目等についての口述試

験並びに博士前期課程の指導教員の所見等により行う。 

（研究生及び科目等履修生） 

第１４条 研究科の教育研究に支障がないときは，研究科教授会の議を経て，研究生及び科目等履修生の

入学を認めることができる。 

２ 研究生及び科目等履修生として入学できる者は，次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第83条に定める大学を卒業した者 

(2) 研究科教授会において前号と同等以上の学力があると認められた者 

（特別研究学生） 

第１５条 研究科は，他の大学院又は外国の大学院等との協議に基づき，他の大学院等の学生が特別研究

学生として研究指導を受けることを認めることができる。 

（特別聴講学生） 

第１６条 研究科は，他の大学院又は外国の大学院等との協議に基づき，他の大学院等の学生が特別聴講

学生として授業科目を履修することを認めることができる。 

（転入学又は再入学を許可された者の既修得単位等の認定） 

第１７条 研究科に転入学又は再入学を許可された者が，本学の大学院又は他の大学院（外国の大学院を

含む。）で既に修得した単位数及び在学した期間は，研究科教授会の議を経て通算することができる。 

（雑則） 

第１８条  この規則に定めるもののほか，研究科に関し，必要な事項は，研究科委員会において定める。 
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附 則（平成３０年５月２９日改正） 

この規則は，平成３０年５月２９日から施行し，平成３０年４月１日から適用する。 

 

別表（第2条関係）  

博士前期課程 

専攻名 コース名 講座名 

数理科学専攻   数理科学 

物理科学専攻  物理科学 

知能情報システム学専攻  知能情報システム学 

循環物質化学専攻  循環物質化学 

機械システム工学専攻  機械システム工学 

電気電子工学専攻  電気電子工学 

都市工学専攻  都市工学 

先端融合工学専攻 医工学コース  

機能材料工学コース 

先端融合工学 

博士後期課程 

専攻名 コース名 

システム創成科学専攻 電子情報システム学，生産物質科学，社会循環システム学，先端

融合工学 
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３－２ 佐賀大学大学院工学系研究科履修細則 

（趣旨） 

第１条 佐賀大学大学院工学系研究科規則（平成16年4月1日制定。以下「研究科規則」という。）第4条

の規定に基づく佐賀大学大学院工学系研究科（以下「研究科」という。）の授業科目，単位数及び履修

方法は，この細則の定めるところによる。 

（授業科目，単位数及び履修方法） 

第２条  博士前期課程の授業科目及び単位数は，別表1－1から別表1－9までに掲げるとおりとする。 

２ 博士前期課程の循環物質化学，機械システム工学，電気電子工学，都市工学，及び先端融合工学の各

専攻にそれぞれ先端的な環境科学とエネルギー技術に関するグローバル人材育成のために教育研究指

導を英語で行う環境・エネルギー科学グローバル教育プログラム（以下第5項並びに次条第3項及び第6

項において「グローバル教育プログラム」という。）を設ける。 

３ 博士前期課程の各専攻に教育研究指導を英語で行うダブル・ディグリープログラムのコースを設け

る。 

４ 博士前期課程の各専攻の学生は，それぞれ別表1－1から別表1－8までに掲げる専門科目から26単位 

以上，大学院教養教育プログラムから4単位以上，計30単位以上を修得しなければならない。 

５ 前項の学生のうち，グローバル教育プログラムの学生については，同項の規定にかかわらず，所属す

る専攻ごとの専門科目から14単位以上，別表1－9から16単位以上，計30単位以上を修得しなければなら

ない。この場合において，所属する専攻ごとの専門科目のうち「必修」とある条件は付さないものとす

る。また，別表1－9に掲げるプログラム共通科目については6単位以上，コア科目については，所属す

る専攻において開講される授業科目から6単位以上を含めて10単位以上（コア科目から10単位を超えて

修得した単位は，所属する専攻ごとの専門科目から修得すべき14単位以上に含めることができる。）を

修得しなければならない。 

６ グローバル教育プログラムの学生のうち日本人学生については，前項の規定にかかわらず，大学院教

養教育プログラムの学術英語特論を必修とし，専門科目から修得すべき14単位以上に含めるものとす

る。 

７ ダブル・ディグリープログラムのコースの学生は，第4項の規定にかかわらず，所属する専攻ごとの

専門科目及び別表1－9から20単位以上，協定先の大学で履修した授業科目について修得した単位のう

ち，課程修了の要件となる単位として認定された10単位以下の単位を含み，計30単位以上を修得しなけ

ればならない。この場合において，所属する専攻ごとの専門科目のうち「必修」とある条件は付さない

ものとする。 

８ 博士前期課程の各専攻の学生で，当該学生の指導教員が研究指導上必要と認めて，別表1－9に掲げる

短期インターン研修を修得した場合は，所属する専攻ごとの専門教育科目において選択必修とされる

単位数に含めることができる。 

第３条 博士後期課程の授業科目は，別表2に掲げる授業科目並びに研究科特別講義，環境科学特別講義，

エネルギー科学特別講義，総合セミナー，特定プロジェクトセミナー，特別実習・演習，短期インター

ン研修（前条第8項の短期インターン研修と共通の科目とする。以下この条において同じ。）企業イン

ターン研修及び長期インターン研修とする。 

２ 前項に掲げる授業科目の単位数は，別表2にあっては，同表に定める各授業科目の単位数とし，研究

科特別講義，環境科学特別講義，エネルギー科学特別講義，総合セミナー，特定プロジェクトセミナー，

特別実習・演習，短期インターン研修，企業インターン研修及び長期インターン研修にあっては，各2
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単位とする。 

３ 博士後期課程の専攻に国際的な人材を戦略的に育成するために教育研究指導を英語で行う戦略的国

際人材育成プログラム（以下「国際人材育成プログラム」という。）及びグローバル教育プログラムを

設ける。 

４ 博士後期課程の専攻の学生は，それぞれ別表2に掲げる授業科目から2単位以上，研究科特別講義，環

境科学特別講義又はエネルギー科学特別講義から2単位以上，総合セミナーから2単位以上，特定プロジ

ェクトセミナー又は指導教員の定める特別実習・演習から2単位以上，計8単位以上を修得しなければな

らない。 

５ 前項の学生のうち，国際人材育成プログラムの学生については，同項の規定にかかわらず，別表2に

掲げる授業科目から2単位以上，環境科学特別講義又はエネルギー科学特別講義のうち，原則として，

当該学生の主な研究領域ではない分野の講義から2単位以上，総合セミナーから2単位以上，特定プロジ

ェクトセミナー又は指導教員の定める特別実習・演習から2単位以上計8単位以上を修得しなければな

らない。 

６  第4項の学生のうち，グローバル教育プログラムの学生については，同項の規定にかかわらず，別表

2に掲げる授業科目から2単位以上，環境科学特別講義又はエネルギー科学特別講義から2単位以上，総

合セミナーから2単位以上，短期インターン研修から2単位以上，計8単位以上を修得しなければならな

い。企業インターン研修2単位及び長期インターン研修2単位は選択科目とする。ただし，長期インター

ン研修を修得した場合は，短期インターン研修の修得は不要とする。 

７ 研究科特別講義，環境科学特別講義，エネルギー科学特別講義，総合セミナー及び特定プロジェクト

セミナーは，年度ごとに定めるものとする。 

（単位認定） 

第４条 研究科規則第5条の規定により修得した授業科目の単位は，博士前期課程にあっては10単位を，

博士後期課程にあっては2単位を限度として第2条及び前条に定める各課程修了の要件となる単位に含

めることができる。 

２ 研究科規則第6条の規定により認定された単位については，博士前期課程にあっては10単位を，博士

後期課程にあっては2単位を限度として第2条及び前条に定める各課程修了の要件となる単位に含める

ことができる。 

 

 

附 則（平成３０年３月７日改正） 

１ この細則は，平成３０年４月１日から施行する。 

２ 平成３０年３月３１日において現に在学する者（以下この項において「在学者」という。）及び平成

３０年４月１日以降において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については，なお従前の

例による。 
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別表 2（第 3 条関係） 

 システム創成科学専攻 

科 目 区 分 授 業 科 目 単位数 備   考 

専 
門 
教 
育 
科 
目 

 
電子情報シス
テム学コース
科目 

数理基礎学 

リーマン幾何学特論 2 

 

部分多様体特論 2 
数論幾何学特論 2 
組合せ代数学特論 2 
トポロジー特論 2 
大域幾何学特論 2 

数理解析学 

統計数学特論 2 
確率解析学特論 2 
偏微分方程式特論 2 

確率基礎学特論 2 
非線形偏微分方程式特論 2 
応用解析学特論 2 
複素解析学特論 2 

知能情報学 

センシングシステム特論 2 

デジタル情報通信技術特論 2 
生体情報学特論 2 
社会情報システム工学特論 2 
教育システム情報特論 2 
知覚情報システム特論 2 
並列アルゴリズム特論 2 
創発システム特論 2 
ユビキタスコンピューティング特論 2 
数値解析特論 2 
統計的学習特論 2 

情報システム学 

情報代数学特論 2 
複雑系の科学特論 2 
コード最適化特論 2 
情報処理学特論 2 
数値関数解析特論 2 
数値くりこみ法特論 2 

情報通信エレクトロ
ニクス 

半導体材料学特論 2 

結晶工学特論 2 

電磁波工学特論 2 
半導体物性特論 2 
半導体表面科学特論 2 
信号処理回路特論 2 
神経情報処理工学特論 2 
レーザ応用工学特論 2 
エレクトロニクス実装工学特論 2 
脳型情報処理特論 2 

  

シンクロトロン光物性特論 2 
光電子物性特論 2 

 情報通信工特論 2 
 アンテナ工学特論 2 

エネルギーエレクト
ロニクス 

環境エネルギー工学特論 2 
実環境計測評価特論 2 
数値電気力学特論 2 
プラズマ発生工学特論 2 
パルスパワー工学特論 2 
システム制御設計特論 2 

生産物質科学
コース科目 

基本物質物理学 

基本粒子実験物理学特論 2 
宇宙論特論 2 
場の理論特論 2 
素粒子核分光学特論 2 
素粒子実験学特論 2 
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量子多体論特論 2 
素粒子論特論 2 
ハドロン物理学特論 2 
素粒子論的宇宙論 2 

物性物理学 

強相関系物理特論 2 
量子干渉特論 2 
低温物性特論 2 
量子光学特論 2 
磁性体物性特論 2 
超伝導物理特論 2 
ナノ物理学特論 2 
光物性物理学特論 2 

熱流体エネルギー工
学 

熱エネルギー利用学特論 2 
流体エネルギー創成工学特論 2 
流体機械システム学特論 2 
熱エネルギー機器工学特論 2 
熱エネルギー移動工学特論 2 
流体機器開発工学特論 2 

機能創造システム学 

機器要素設計学特論 2 
高精度加工システム特論 2 
トライボロジー解析特論 2 
計算固体力学特論 2 
機械材料強度学特論 2 
生産システム特論 2 
行動型ロボット特論 2 
機械システム制御特論 2 
適応・学習システム特論 2 
精密加工学特論 2 
金属疲労学特論 2 
非鉄金属材料学特論 2 
環境材料強度特論 2 

海洋エネルギー学 

海洋工学特論 2 
エネルギー輸送現象特論 2 
自然エネルギー利用工学特論 2 

  海洋熱エネルギー創成工学特論 2 

  

海洋環境工学特論 2 
海洋熱エネルギー機器工学特論 2 

社会循環シス
テム学コース
科目 

無機材料化学 

複合錯体構造学特論 2 
金属錯体化学特論 2 
ハイブリッド材料化学特論 2 
無機電子材料特論 2 

有機材料化学 

環境調和型有機化学特論    2 
有機薄膜構造特論 2 
物質変換化学特論 2 
機能蛋白質化学特論 2 
生体分子構造特論 2 

物質循環物理化学 

高機能物質化学特論 2 
光機能性物質学特論 2 
両親媒性物質化学特論 2 
固体機能材料工学特論 2 
計算機物質化学特論 2 

資源循環システム化
学 

環境分析化学特論 2 
循環資源化学特論 2 
環境制御化学特論 2 
分子認識化学特論 2 
廃棄物工学特論 2 
分離機能分子工学特論 2 

 
 
建設システム工学 

基礎地盤工学特論 2 

地盤材料学特論 2 
地盤材料解析学特論 2 
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地域建築計画学特論 2 
土質工学特論 2 
構造施工学特論 2 
構造設計学特論 2 
計算工学特論 2 
コンクリート工学特論 2 

都市・環境システム工
学 

水資源管理学特論 2 
水質制御工学特論 2 
環境システム工学特論 2 
地域水系管理学特論 2 
環境水理学特論 2 
沿岸域工学特論 2 
交通計画学特論 2 
環境システム評価特論 2 
都市システム管理学特論 2 

建築・都市デザイン学 

建築意匠特論 2 
環境デザイン特論 2 
建築環境制御学特論 2 

 

都市・建築環境心理学特論 2 
景観デザイン学特論 2 
地域建築学特論 2 
持続都市デザイン学特論 2 

地域産業システム学 

地域産業政策特論 2 
農村開発特論 2 
社会選択理論特論 2 
産業会計測定特論 2 
政策システム分析特論 2 
開発経済学特論 2 

国際経済システム特論 2 

都市経済学特論 2 

データ科学特論 2 

地域社会システム学 

地域社会学特論 2 
地域経済学特論 2 
環境法学特論 2 
都市地理学特論 2 
地域比較文化学特論 2 
地域市民社会特論 2 
環境生態学特論 2 

 
住居環境学特論 2 
政治社会学特論 2 

先端融合工学
コース科目 

医工学 

先端医工ロボティクス特論 2 
先端生体システム工学特論 2 
先端医学電子工学特論 2 
先端医用生体工学特論 2 
先端生体流体工学特論 2 
先端医療機器工学特論 2 
先端生体数値流体工学特論 2 
先端医工電磁界解析特論 2 
先端医用計測工学特論 2 
先端生体機能力学特論 2 
先端医工制御特論 2 
先端医用画像処理工学特論 2 
先端知能計測工学特論 2 
先端医用光学特論 2 

機能材料工学 

先端固体材料学特論 2 

先端エネルギー材料学特論 2 

先端複合材料強度学特論 2 
先端材料複合工学特論 2 
先端機能分子設計特論 2 
先端有機物理化学特論 2 
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先端機能分子物性特論 2 
先進材料学特論 2 
ナノテクノロジー応用特論 2 
化学応用特論 2 
先端耐熱材料工学特論 2 
環境材料設計特論 2 
複合材料構造学特論 2 
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３－３ 佐賀大学大学院工学系研究科（博士後期課程）における課程修了による学位の授与

に関する取扱要項 

（平成16年4月1日制定） 

（趣 旨） 

第１条 佐賀大学大学院工学系研究科（博士後期課程）における課程修了による学位の授与に関する取扱

いについては，佐賀大学学位規則（平成１６年４月１日制定。以下「学位規則」という。）及び佐賀大

学大学院工学系研究科規則（平成１６年４月１日制定。以下「研究科規則」という。）に定めるものの

ほか，この要項の定めるところによる。 

（事前審査） 

第１条の２ 学位規則第６条第１項に規定する学位の授与を受けようとする者は，学位の申請を行う前

に，学位を申請するに足る資格を有するか否かについての資格審査（以下「事前審査」という。）を受

け，その審査に合格しなければならない。 

２ 事前審査を申請できる者は，所定の期間以上在学し，所定の単位を修得した者又は修了予定日までに

所定の期間以上在学し，所定の単位を修得見込みの者とする。 

３ 事前審査における審査員の選考については，佐賀大学大学院工学系研究科運営規程（平成１９年１月

１７日制定）第４条第３項に規定する各部門において第３条第１項及び第２項の規定を準用して行う。 

４ 事前審査における審査員は，学位の授与を受けようとする者に博士論文の草稿を提出させ，当該博士

論文の草稿の内容その他資料等に基づき，学位の授与を受けようとする者の研究内容等について審査

を行うとともに，学位の授与を受けようとする者を主著者とする原著論文が審査制度のある外国又は

国内の学会誌等に１編以上印刷されているか，又は受理されていて，博士論文の草稿がこれらの原著論

文に基づいていることを確認する。 

５ 事前審査の審査結果は，各部門における議を経て，部門長が工学系研究科長に報告する。 

６ 学位の授与を受けようとする者への事前審査の結果通知は，審査員が行うものとする。 

（博士論文等の提出） 

第２条 前条の事前審査に合格した者で学位規則第６条第１項の規定により学位の授与を受けようとす

るものは，次に掲げる書類を研究科長に提出するものとする。 

(１) 学位申請書                   １部 

(２) 博士論文                    ４部 

(３) 博士論文の要旨（別紙第１号様式）        ４部 

(４) 論文目録                    ４部 

(５) 履歴書（別紙第２号様式）            ４部 

(６) 論文共著者の承諾書（別紙第３号様式）       ４部 

(７) その他参考論文等                各４部 

２ 前項に掲げる書類の提出期間は，次のとおりとする。 

(１) ３月に学位の授与を受けようとする者は，同年の１月５日から１月１０日までの期間（日曜日及

び土曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日を除く。） 

(２) ９月に学位の授与を受けようとする者は，同年の６月２１日から６月３０日までの期間（日曜日

及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律に定める休日を除く。） 

（審査員） 

第３条 学位規則第１０条第２項及び研究科規則第１１条第２項に規定する審査員は，次のとおりとし，
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うち１人は互選により主査とする。 

（１） 主指導教員 

（２） 博士論文の内容及び専攻科目に関連する分野の教員３人以上 

２ 前項第２号の教員は，専任又は兼担の教授，准教授及び講師とする。 

３ 前項の規定にかかわらず，第１項第２号の審査員として，他の研究科，他の大学院又は研究所等の教

員等を加えることができる。 

４ 第１項の規定にかかわらず，同項第２号の審査員として，他の分野の教員を加えることができる。 

５ 第１項第２号の審査員の選出は，学位の授与を受けようとする者が所属するコースの申請に基づき，

研究科委員会で行う。 

（博士論文公聴会） 

第４条 審査員は，博士論文審査の一環として，博士論文の公聴会を開催しなければならない。 

２ 公聴会の日程等は，開催日の１週間までに公示するものとする。 

（最終試験の通知） 

第５条 審査員は，学位規則第１２条に規定する最終試験の内容，方法及び期日等を定め，これを実施日

の１週間前までに学位を申請した者に通知するものとする。 

（博士論文の審査及び最終試験） 

第６条 審査員は博士論文の審査及び最終試験を実施する。 

２ 審査員は，博士論文の審査にあたって，博士論文が新しい重要な発見を含むか，又は独創性のある新

しい理論若しくは実験に基づいていることを確認する。 

３ 審査員は，博士論文の審査にあたっては、研究指導実施報告書にもとづき研究指導が適切に行われて

いることを確認する。 

（博士論文の審査及び最終試験結果の報告） 

第７条 審査員は，博士論文の審査及び最終試験が終了したときは，博士論文審査及び最終試験結果報告

書並びに研究指導実施報告書を研究科長に提出するものとする。 

（雑 則） 

第８条 この要項に定めるもののほか，学位の授与に関する事項は，研究科委員会において定める。 

 

附 則（平成３０年５月２９日改正） 

 この要項は，平成３０年４月１日から実施し，平成３０年度に学位の授与を受けようとする者から適用

する。  
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Ⅱ 大学院学則及び関係諸規則 
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１ 佐賀大学大学院学則 

目次 

第1章   総則 

第1節  趣旨及び目的（第1条・第2条）  

第2節 研究科（第3条） 

第3節 課程（第4条） 

第4節  鹿児島大学大学院連合農学研究科（第5条）  

第5節  入学定員及び収容定員（第6条） 

第2章  大学院通則 

第1節  標準修業年限，在学年限，学年，学期及び休業日（第7条－第11条）  

第2節  教育課程（第11条の2－第17条の2） 

第3節  課程の修了要件等（第18条－第21条）  

第4節 学位の授与（第22条） 

第5節  入学，進学，転入学及び再入学等（第23条－第33条） 

第6節 休学，復学，退学，転学，転研究科，転専攻，派遣，留学及び除籍（第34条－第40条）  

第7節 科目等履修生，特別研究学生，特別聴講学生，研究生及び外国人留学生（第41条－第45条）  

第8節 検定料，入学料及び授業料（第46条・第47条） 

第9節  教員の免許状授与の所要資格の取得（第48条）  

第10節 賞罰（第49条） 

第3章 準用規定（第50条）  

第4章 改正（第51条） 

附則 

 

第１章 総 則 

第１節  趣旨及び目的 

（趣  旨） 

第１条 この大学院学則は，国立大学法人佐賀大学基本規則（平成16年4月1日制定）第18条第5項の規定 

に基づき，佐賀大学大学院（以下「大学院」という。）の研究科及び専攻の目的，入学定員，標準修業

年限，教育課程，学生の入学，退学，修了その他学生の修学上必要な事項を定めるものとする。 

（目  的） 

第２条 大学院は，学術の理論及び応用を教授研究し，その深奥を究めて，文化の進展に寄与することを

目的とする。 

第２節 研 究 科 

（研究科） 

第３条 大学院に，次の研究科を置く。  

学校教育学研究科  

地域デザイン研究科 

医学系研究科 

先進健康科学研究科 

理工学研究科 
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工学系研究科  

農学研究科 

２ 前項の研究科及び当該研究科の専攻の目的は，各研究科及び各専攻ごとに別に定める。  

第３節 課程 

（課  程） 

第４条  大学院の課程は，修士課程，博士課程及び専門職学位課程とする。 

２ 修士課程は，広い視野に立って精深な学識を授け，専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要

する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。 

３ 博士課程は，専攻分野について，研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の高度に専門的

な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 

４ 専門職学位課程は，高度の専門的能力及び優れた資質を有する教員の養成のための教育を行うこと

を目的とする。 

５ 学校教育学研究科は，専門職大学院設置基準（平成15文部科学省令第16号）第26条に規定する教職大

学院の課程とする。 

第４節 鹿児島大学大学院連合農学研究科 

（鹿児島大学大学院連合農学研究科の教育研究の実施） 

第５条 鹿児島大学大学院連合農学研究科の教育研究の実施に当たっては，佐賀大学，鹿児島大学及び琉

球大学が協力するものとする。 

２ 前項に規定する連合農学研究科の連合講座は，佐賀大学の農学部及びこれに関連を有する学内共同

教育研究施設の教員が，鹿児島大学の農学部及び水産学部並びに琉球大学農学部の教員とともに担当

するものとする。 

第５節  入学定員及び収容定員 

（入学定員及び収容定員） 

第６条  研究科の入学定員及び収容定員は，次のとおりとする。 

研 究 科 専攻 

修士課程 博士課程・博士後

期課程 

専門職学位課程 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

学校教育

学研究科 

教育実践探究専攻     20人 40人 

小    計     20人 40人 

地域デザイ

ン研究科 

地域デザイン専攻 20人 40人     

小    計 20人 40人     

医学系研

究科 

医科学専攻   25人 100人   

 小    計   25人 100人   

先進健康

科学研究

科 

先進健康科学専攻 52人 104人     

小    計 52人 104人     

理工学研

究科 

理工学専攻 167人 334人     

小    計 167人 334人     

工学系研 システム創成科学専攻   24人 72人   
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究科 小計   24人 72人   

農学研究

科 

生物資源科学専攻 32人 64人     

小計 32人 64人     

合計 271人 542人 49人 172人 20人 40人 

第２章  大学院通則 

第１節 標準修業年限，在学年限，学年，学期及び休業日 

（修士課程及び専門職学位課程の標準修業年限） 

第７条  修士課程及び専門職学位課程の標準修業年限は，2年とする。ただし，教育研究上（専門職学位

課程にあっては教育上）の必要があると認められる場合には，研究科，専攻又は学生の履修上の区分に

応じ，その標準修業年限は，2年を超えるものとすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず，修士課程及び専門職学位課程においては，主として実務の経験を有する者

に対して教育を行う場合であって，教育研究上（専門職学位課程にあっては教育上）の必要があり，か

つ，昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法に

より教育上支障を生じないときは，研究科，専攻又は学生の履修上の区分に応じ，標準修業年限を1年

以上2年未満の期間とすることができる。 

（博士後期課程の標準修業年限） 

第８条 博士後期課程の標準修業年限は，3年とする。ただし，教育研究上の必要があると認められる場

合には，研究科，専攻又は学生の履修上の区分に応じ，その標準修業年限は，3年を超えるものとする

ことができる。 

（医学系研究科の博士課程の標準修業年限） 

第９条 医学系研究科の博士課程の標準修業年限は4年とする。ただし，教育研究上の必要があると認め

られる場合には，研究科，専攻又は学生の履修上の区分に応じ，その標準修業年限は，4年を超えるも

のとすることができる。 

（在学年限） 

第１０条 大学院における在学年限は，修士課程及び専門職学位課程にあっては4年，博士後期課程にあ

っては6年，医学系研究科の博士課程にあっては8年とする。 

（学年，学期及び休業日） 

第１１条 大学院の学年，学期及び休業日については，佐賀大学学則（平成16年4月1日制定。以下「学則」

という。）第4条及び第5条第1項の規定を準用する。 

第２節  教育課程 

（教育課程の編成） 

第１１条の２ 大学院（学校教育学研究科を除く。）は，その教育上の目的を達成するために必要な授業

科目を開設するとともに学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）の計画を策定し，

体系的に教育課程を編成するものとする。 

２ 教育課程の編成に当たっては，大学院は，専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させる

とともに，当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。 

３ 学校教育学研究科は，その教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目を自ら開

設し，体系的に教育課程を編成するものとする。 

（教育方法） 

第１２条  大学院（学校教育学研究科を除く。）における教育は，授業科目の授業及び研究指導により行
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う。  

２ 大学院の課程においては，教育上特別の必要があると認められる場合には，夜間その他特定の時間又

は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 

３  大学院の課程（専門職学位課程を除く。）においては，教育上特別の必要があると認められた場合に

は，他の国立の研究所等の研究者を大学院教員に併任する等の方法により，当該研究所等において授業

又は研究指導を行うこと（連携大学院方式と称する。）ができる。 

４ 専門職学位課程における教育は，授業科目の授業により行う。ただし，この場合において，当該専攻

の目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ，事例研究，現地調査又は双方向若しくは

多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行うよう配慮しなければな

らない。 

（履修方法等） 

第１３条 研究科における授業科目，単位数及び研究指導並びにこれらの履修方法は，当該研究科におい

て定める。 

２  研究科において教育上必要と認めた場合には，前項によるほか，特別の履修コース並びに共同利用・

共同研究拠点及び学内共同教育研究施設の研究成果を踏まえた教育プログラムを開設することができ

る。 

３ 学長は，研究科長からの申出に基づき，前項の特別の履修コースを修了した者に対し，修了の事実を

証する証明書を交付することができる。 

（一の授業科目について二以上の方法の併用により行う場合の単位の計算基準） 

第１３条の２ 大学院が，一の授業科目について講義，演習，実験，実習又は実技のうち二以上の方法の

併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては，その組み合わせに応じ，学則第19条第1項各号

に規定する基準を考慮して大学が定める時間の授業をもって一単位とする。 

（成績の判定） 

第１３条の３ 学生が一の授業科目を履修した場合には，成績判定の上，合格した者に対して所定の単位

を与える。 

２  成績は，秀・優・良・可・不可の評語をもって表わし，秀・優・良・可を合格とし，不可は不合格と

する。 

（履修科目の登録の上限） 

第１３条の４  学校教育学研究科は，学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため，学生が1

年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。 

（他の大学院及び外国の大学院における授業科目の履修等） 

第１４条 大学院は，教育上有益と認めるときは，他の大学院（外国の大学院を含む。）との協議を経て，

学生が当該他の大学院の授業科目を履修することを認めることができる。 

２ 前項の規定により，学生が当該他の大学院において修得した単位を，研究科委員会の議を経て，10単

位（学校教育学研究科にあっては，修了要件として定める単位数の2分の1）を超えない範囲内で，課程

修了の要件となる単位として認定することができる。 

３ 前2項の規定は，外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合（学

校教育学研究科を除く。），外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度にお

いて位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授

業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定
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の実施に伴う特別措置法（昭和51年法律第72号）第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会

決議に基づき設立された国際連合大学（以下「国際連合大学」という。）の教育課程における授業科目

を履修する場合について準用する。 

（入学前の既修得単位の認定） 

第１５条 大学院は，教育上有益と認めるときは，学生が大学院に入学する前に大学院又は他の大学院

（外国の大学院を含む。）において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生により修得

した単位を含む。）を，研究科委員会等の議に基づき，大学院に入学した後の大学院における授業科目

の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は，転入学，再入学の場合を除き，10単

位を超えない範囲内で，課程修了の要件となる単位として認定することができる。 

３ 前項の規定にかかわらず，学校教育学研究科にあっては，第1項の規定により修得したものとみなす

ことのできる単位数は，編入学，転入学等の場合を除き，学校教育学研究科において修得した単位以外

のものについては，前条第2項及び第3項の規定により修得したものとみなす単位数及び第20条の2第2

項の規定により免除する単位数と合わせて学校教育学研究科が修了要件として定める単位数の2分の1

を超えないものとする。 

（長期にわたる教育課程の履修） 

第１６条 学生が，職業を有している等の事情により，標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的

に教育課程を履修し，修了することを希望する旨を申し出たときは，各研究科の定めるところによりそ

の計画的な履修を認めることができる。この場合において，在学年限は，修士課程及び専門職学位課程

にあっては4年，博士後期課程にあっては6年，博士課程にあっては8年を超えないものとする。 

（他の大学院等における研究指導） 

第１７条 大学院（学校教育学研究科を除く。）は，教育上有益と認めるときは，他の大学院又は研究所

等（外国の大学院又は研究所等を含む。）との協議に基づき，学生が当該大学院又は研究所等において

必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし，修士課程の学生について認める場合に

は，当該研究指導を受ける期間は，1年を超えないものとする。 

（成績評価基準等の明示等）  

第１７条の２ 大学院は，学生に対して，授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究

指導の計画（学校教育学研究科にあっては，授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画）をあらか

じめ明示するものとする。 

２ 大学院は，学修の成果及び学位論文に係る評価（学校教育学研究科にあっては，学修の成果）並びに

修了の認定に当たっては，客観性及び厳格性を確保するため，学生に対してその基準をあらかじめ明示

するとともに，当該基準にしたがって適切に行うものとする。 

第３節 課程の修了要件等 

（修士課程の修了要件） 

第１８条 修士課程の修了要件は，当該課程に2年（2年以外の標準修業年限を定める研究科，専攻又は学

生の履修上の区分にあっては，当該標準修業年限）以上在学し，30単位以上を修得し，かつ，必要な研

究指導を受けた上，当該修士課程の目的に応じ，修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査

及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた業績を上げた者については，

当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。 
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（博士後期課程の修了要件） 

第１９条 博士後期課程の修了要件は，当該課程に3年（3年を超える標準修業年限を定める研究科，専攻

又は学生の履修上の区分にあっては，当該標準修業年限とする。）以上在学し，研究科が定めた所定の

単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。

ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者については，当該課程に1年以上在学すれば

足りるものとする。 

２ 第7条第2項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満とした修士課程を修了した者及び前条ただ

し書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士後期課程の修了の要件については，

前項ただし書中「1年」とあるのは，「3年（第7条第2項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満と

した修士課程を修了した者にあっては，当該1年以上2年未満の期間を，前条ただし書の規定による在学

期間をもって修士課程を修了した者にあっては，当該課程における在学期間（2年を限度とする。）を

含む。）」と読み替えて，前項の規定を適用する。 

３ 前2項の規定にかかわらず，修士の学位若しくは専門職学位（学位規則（昭和28年文部省令第9号）第

5条の2に規定する専門職学位をいう。）を有する者又は学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11

号）第156条の規定により大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等

以上の学力があると認められた者が，博士後期課程に入学した場合の博士後期課程の修了の要件は，当

該課程に3年（第8条ただし書の規定により博士課程の後期の課程について3年を超える標準修業年限を

定める研究科，専攻又は学生の修学上の区分にあっては，当該標準修業年限とし，専門職大学院設置基

準（平成15年文部科学省令第16号）第18条第1項の法科大学院の課程を修了した者にあっては，2年（博

士課程の後期の課程について3年を超える標準修業年限を定める研究科，専攻又は学生の修学上の区分

にあっては，当該標準修業年限から1年の期間を減じた期間）とする。）以上在学し，研究科が定めた

所定の単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格すること

とする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者については，当該課程に1年（第7条

第2項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満とした修士課程を修了した者及び専門職大学院設

置基準第2条第2項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満とした専門職学位課程を修了した者に

あっては，3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間とし，前条ただし書の規定による在学期間

をもって修士課程を修了した者にあっては，3年から当該課程における在学期間（2年を限度とする。）

を減じた期間とする。）以上在学すれば足りるものとする。 

（医学系研究科の博士課程の修了要件） 

第２０条 医学系研究科の博士課程の修了要件は，大学院に4年（4年を超える標準修業年限を定める研究

科，専攻又は学生の修学上の区分にあっては，当該標準修業年限）以上在学し，研究科が定めた所定の

単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。

ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者については，3年以上在学すれば足りるもの

とする。 

（専門職学位課程の修了要件） 

第２０条の２ 専門職学位課程の修了要件は，当該課程に2年（2年以外の標準修業年限を定める学生の履

修上の区分にあっては，当該標準修業年限）以上在学し，46単位以上（高度の専門的な能力及び優れた

資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目的として，小学校等その他の関係機関で行う実

習に係る10単位以上を含む。）を修得することとする。ただし，学校教育学研究科において必要と認め

るときは，在学期間及び修了要件単位に加え，修了の要件を課すことができる。 
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２ 学校教育学研究科は，教育上有益と認めるときは，当該教職大学院に入学する前の小学校等の教員と

しての実務の経験を有する者について，10単位を超えない範囲で，前項に規定する実習により修得する

単位の全部又は一部を免除することができる。 

３ 学校教育学研究科は，第15条第3項の規定により，入学する前に修得した単位（学校教育法第102条第

1項の規定により入学資格を有した後，修得したものに限る。）を学校教育学研究科において修得した

ものとみなす場合であって当該単位の修得により教育課程の一部を履修したと認めるときは，当該単

位数，その修得に要した期間その他を勘案して，標準修業年限の2分の1を超えない範囲で学校教育学研

究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし，この場合においても，少なくとも1年

以上在学するものとする。 

（学位論文及び最終試験） 

第２１条 第１８条から第２０条までに規定する最終試験は，学位論文を中心として，これに関連ある科

目について行うものとする。 

２ 学位論文の審査及び最終試験の合格又は不合格は，当該研究科委員会等が決定し，その方法は各研究

科において定める。 

３ 前項の学位論文の審査に当たって必要があるときは，当該研究科委員会等の議を経て，他の大学院又

は研究所等（外国の大学院又は研究所等を含む。）の教員等の協力を得ることができる。 

第４節  学位の授与 

（学位の授与） 

第２２条 修士課程，博士後期課程，博士課程又は専門職学位課程を修了した者には，修士，博士又は専

門職学位の学位を授与する。 

２ 前項に定めるもののほか，博士の学位は，大学院の行う博士論文の審査に合格し，かつ，大学院の博

士後期課程又は博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者にも授与するこ

とができる。 

３  前2項に定めるもののほか，学位の授与に関し必要な事項は，別に定める。  

第５節 入学，進学，転入学及び再入学等 

（入学の時期） 

第２３条  入学の時期は，学年の始めとする。 

２  前項の規定にかかわらず，後学期の始めに学生を入学させることができる。 

（入学資格） 

第２４条 修士課程又は専門職学位課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する

者とする。 

(1) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第83条に定める大学を卒業した者 

(2) 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者 

(3) 外国において，学校教育における16年の課程を修了した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校

教育における16年の課程を修了した者 

(5) 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了

したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育

施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

(6) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政府又
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は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別

に指定するものに限る。）において，修業年限が３年以上である課程を修了すること（当該外国の学校

が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び

当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて

課程を修了することを含む。）により，学士の学位に相当する学位を授与された者 

(7) 専修学校の専門課程（修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすも

のに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

(8) 文部科学大臣の指定した者 

(9) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学院に入学した者であって，当該者をその後に入学さ

せる大学院において，大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

(10) 大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた

者で，22歳に達したもの 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者であって，大学の定める単位を優秀な成

績で修得したと認めるものを，修士課程に入学させることができる。 

(1) 学校教育法第83条に定める大学に3年以上在学した者 

(2) 外国において，学校教育における15年の課程を修了した者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校

教育における15年の課程を修了した者 

(4) 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了

したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育

施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

第２５条  博士後期課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。  

(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者 

(2) 外国において，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位又は専門職学位

に相当する学位を授与された者 

(4) 我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付

けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し，修士の学位又は専

門職学位に相当する学位を授与された者 

(5) 国際連合大学の課程を修了し，修士の学位に相当する学位を授与された者 

(6) 外国の学校，第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し，第18条の2に規

定する博士論文研究基礎力審査に相当するものに合格し，修士の学位を有する者と同等以上の学力が

あると認められた者 

(7) 文部科学大臣の指定した者 

(8) 大学院において，個別の入学資格審査により，修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認

めた者で，24歳に達したもの 

第２６条 医学系研究科の博士課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者と

する。  

(1) 大学の医学，歯学又は修業年限が6年の薬学若しくは獣医学を履修する課程を卒業した者 

(2) 外国において学校教育における18年の課程（最終の課程は，医学，歯学，薬学又は獣医学）を修了し
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た者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校

教育における18年の課程（最終の課程は，医学，歯学，薬学又は獣医学）を修了した者 

(4) 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程（最終の

課程は，医学，歯学，薬学又は獣医学）を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外

国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当

該課程を修了した者 

(5) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政府又

は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別

に指定するものに限る。）において，修業年限が５年以上である課程（医学，歯学，薬学又は獣医学を

履修する課程に限る。）を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国に

おいて履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けら

れた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により，学士の

学位に相当する学位を授与された者 

(6) 文部科学大臣の指定した者 

(7) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学院（医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程に限

る。）に入学した者であって，当該者をその後に入学させる大学院において，大学院における教育を受

けるにふさわしい学力があると認めたもの 

(8) 大学院において，個別の入学資格審査により，大学の医学，歯学又は修業年限が6年の薬学若しくは

獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で，24歳に達したもの 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者であって，大学院において，所定の単位

を優れた成績をもって修得したものと認めたものを，医学系研究科の博士課程に入学させることがで

きる。  

(1) 大学の医学，歯学，修業年限が6年の薬学若しくは獣医学を履修する課程に4年以上在学した者 

(2) 外国において，学校教育における16年の課程（最終の課程は，医学，歯学，薬学又は獣医学）を修了

した者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校

教育における16年の課程（最終の課程は，医学，歯学，薬学又は獣医学）を修了した者 

(4) 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程（最終の

課程は，医学，歯学，薬学又は獣医学）を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外

国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当

該課程を修了した者 

（入学志願） 

第２７条 大学院に入学を志願する者は，所定の期日までに，入学願書その他必要な書類に所定の検定料

を添えて，提出しなければならない。 

（入学志願者の選考及び入学の許可） 

第２８条 前条の入学を志願した者については，別に定めるところにより行う選考結果に基づき，研究科

委員会等の議を経て，学長が入学を許可する。 

（入学手続及び入学許可の取消し） 

第２９条 入学を許可された者は，別に定めるところにより入学の手続を行い，かつ，誓約書を提出しな
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ければならない。 

２  前項の規定に違反したときは，学長は，入学許可を取り消すものとする。 

（博士後期課程又は博士課程への進学資格） 

第３０条 博士後期課程又は博士課程に進学することのできる者は，大学院の修士課程を修了した者と

する。 

（進学志願） 

第３１条 進学を志願する者は，所定の期日までに出願書類その他必要な書類を提出しなければならな

い。 

（進学志願者の選考及び進学の許可） 

第３２条  進学志願者については，選考の上，研究科委員会等の議を経て，学長が進学を許可する。 

（転入学及び再入学） 

第３３条 次の各号のいずれかに該当する者があるときは，志願する専攻に関係する研究科委員会等の

議を経て，学期の始めに学長が，相当年次に入学を許可することがある。 

(1) 他の大学院（外国の大学院を含む。）に在学中の者で転入学を志願する者 

(2) 我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付

けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学した者（学校教育法第

102条第1項に規定する者に限る。）及び国際連合大学の課程に在学した者で転入学を志願する者 

(3) 大学院を退学した者で再入学を志願する者 

２ 転入学又は再入学を許可された者の在学すべき年数，履修すべき単位数は，研究科委員会等の議を経

て，研究科長が決定する。 

第６節  休学，復学，退学，転学，転研究科，転専攻，派遣，留学及び除籍 

（休学） 

第３４条  病気その他の事由によって継続して3月以上修学できない者は，学長の許可を得て休学するこ

とができる。ただし，疾病の場合は，医師の診断書を添えなければならない。 

２  休学期間は1年以内とする。ただし，特別の理由がある場合は，1年を限度として，その期間を延長す

ることができる。 

３ 休学期間は，通算して2年を超えることができない。 

４ 休学期間は，在学期間に算入しない。 

（復学） 

第３５条 休学期間が満了するとき又は休学期間中にその事由が消滅したときは，学長に復学を願い出

て，許可を受けなければならない。 

（退学） 

第３６条  自己の都合により退学する者は，学長に願い出て，許可を受けなければならない。 

（転学） 

第３７条 他の大学院への入学又は転学を志願する者は，学長に願い出て，許可を受けなければならな

い。 

（転研究科及び転専攻） 

第３８条 転研究科又は転専攻を志願する者があるときは，関係する研究科の研究科委員会等の議を経

て，学長が学期の始めに限り許可することがある。 

２ 転研究科又は転専攻を許可された者の在学すべき年数，履修すべき単位数は，研究科委員会等の議を
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経て，研究科長が決定する。 

（派遣及び留学） 

第３９条  教育上有益と認めるときは，他の大学院又は研究所等（外国の大学院又は研究所等を含む。）

との協議に基づき，当該他の大学院又は研究所等に学生を派遣し，又は留学させることができる。 

２ 前項の派遣及び留学については，研究科委員会等の議を経て行うものとする。 

３  派遣及び留学の期間は，標準修業年限に算入する。 

４  派遣及び留学に関し，必要な事項は，別に定める。 

（除籍） 

第４０条  次の各号のいずれかに該当する者は，研究科委員会等の議を経て，学長が除籍する。  

(1) 第10条に規定する期間在学して修了できない者 

(2) 病気その他で修業の見込みがない者 

(3) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は一部の免除を許可された者であって，その

納付すべき入学料を納付しない者 

(4) 授業料の納付を怠り，督促を受けてもなお納付しない者 

第７節  科目等履修生，特別研究学生，特別聴講学生，研究生及び外国人留学生 

（科目等履修生） 

第４１条 大学院の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修することを志願する者があるときは，教

育研究に支障のない限り，当該研究科において選考の上，学長が学期の始めに科目等履修生として入学

を許可することがある。 

２ 科目等履修生に関し，必要な事項は，別に定める。 

（特別研究学生） 

第４２条 他の大学院又は外国の大学院等の学生で，大学院において研究指導を受けようとする者があ

るときは，他の大学院又は外国の大学院等との協議を経て，学長が特別研究学生として研究指導を受け

ることを認めることがある。 

２  特別研究学生に関し必要な事項は，別に定める。 

（特別聴講学生） 

第４３条  他の大学院又は外国の大学院等の学生で，大学院の授業科目の履修を希望する者があるとき

は，他の大学院又は外国の大学院等との協議に基づき，学長が特別聴講学生として履修を認めることが

ある。 

２ 特別聴講学生に関し，必要な事項は，別に定める。 

（研究生） 

第４４条 研究科において特定の事項について研究を希望する者があるときは，教育研究に支障のない

限り，当該研究科において選考の上，学長が原則として学期の始めに，研究生として入学を許可するこ

とがある。 

２  研究生に関し，必要な事項は，別に定める。 

（外国人留学生） 

第４５条 外国人で，大学院において教育を受ける目的をもって入国し，大学院に入学を志願する者があ

るときは，当該研究科において選考の上，学長が外国人留学生として入学を許可することがある。 

２  外国人留学生に関し，必要な事項は，別に定める。  

第８節 検定料，入学料及び授業料 



38 

 

（検定料，入学料及び授業料） 

第４６条  検定料，入学料及び授業料の額は，別に定める。 

２ 第16条の規定に基づき，当該標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し

て課程を修了することを認められた者（以下「長期履修学生」という。）から徴収する授業料の年額は，

長期履修学生として，標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを

認められた期間（以下「長期在学期間」という。）に限り，前項の規定にかかわらず，同項に規定する

授業料の年額に当該標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除した額

（その額に10円未満の端数があるときは，これを切り上げるものとする。）とする。 

（検定料の徴収） 

第４６条の２ 検定料は，入学，編入学，転入学又は再入学の出願を受理するときに徴収するものとす

る。 

（入学料の徴収） 

第４６条の３ 入学料は，入学を許可するときに徴収するものとする。 

（検定料及び入学料の不徴収） 

第４６条の４  前2条の規定にかかわらず，大学院の修士課程を修了し，引き続き大学院の博士課程又は

博士後期課程に進学する者については，検定料及び入学料を徴収しないものとする。 

（入学料の免除等） 

第４７条 大学院に入学する者（研究生又は科目等履修生として入学する者を除く。）であって，学業優

秀であり，かつ，入学料の納付が困難な経済的理由があると認められる者に対しては，入学料の全部又

は一部を免除することができる。 

２ 前項に定めるもののほか，入学料の免除及び徴収猶予並びに授業料の徴収方法，免除及び徴収猶予並

びに既納の授業料の返還については，学則第48条から第55条の2までの規定並びに第57条第1項及び第3

項の規定を準用する。この場合において，「卒業」とあるのは「修了」と，読み替えるものとする。 

第９節 教員の免許状授与の所要資格の取得 

（教員の免許状） 

第４８条  教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は，教育職員免許法（昭和24年法律第147

号）及び教育職員免許法施行規則（昭和29年文部省令第26号）に定める所要の単位を修得しなければな

らない。 

２ 大学院の専攻において，当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類は，別表に掲げるとおりとす

る。  

第１０節  賞罰 

（表彰及び懲戒） 

第４９条  表彰及び懲戒については，学則第38条及び第39条の規定を準用する。 

第３章  準用規定 

（準用規定） 

第５０条 大学院の学生に関しては，この大学院学則に定めるもののほか，学則及び本学の諸規則等の学

生に関する規定を準用する。この場合において，「学部」とあるのは「研究科」と，「学部長」とある

のは「研究科長」と，「教授会」とあるのは「研究科委員会等」と，それぞれ読み替えるものとする。 

第４章  改正 

（改正） 
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第５１条 この大学院学則の改正は，教育研究評議会において構成員の3分の2以上の賛成がなければな

らない。 

 

附   則（平成３１年２月２７日改正） 

１ この大学院学則は，平成３１年４月１日から施行する。  

２ 平成３１年度の先進健康科学研究科修士課程先進健康科学専攻，理工学研究科修士課程理工学専

攻，農学研究科修士課程生物資源科学専攻及び修士課程の合計の収容定員は，改正後の第６条の規定に

かかわらず，次の表のとおりとする。 

研究科 専  攻 平成３１年度 

先進健康科学研究科 先進健康科学専攻 ５２人 

合     計 ５２人 

理工学研究科 理工学専攻 １６７人 

合     計 １６７人 

農学研究科 生物資源科学専攻 ７２人 

合     計 ７２人 

合     計 ２９１人 

３ 改正後の規定にかかわらず，医学系研究科修士課程及び工学系研究科博士前期課程は，平成３１年

３月３１日において現に医学系研究科修士課程及び工学系研究科博士前期課程に在学する者（以下

「在学者」という。）及び平成３１年４月１日以降において在学者の属する年次に転入学又は再入学

する者が在学しなくなる日までの間，存続するものとする。 

４ 前項の規定により工学系研究科博士前期課程が存続する間，工学系研究科の課程は，改正前から引

き続き博士課程とし，これを前期２年の課程（以下「博士前期課程」という。）及び後期３年の課程

に区分し，博士前期課程は，修士課程として取り扱うものとする。 

５ 在学者及び在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については，改正後の規定にかかわら

ず，なお従前の例による。 
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別表（第４８条第２項関係） 

研 究 科 課程 専攻 教員免許状の種類 免許教科の種類 

学校教育学研

究科 

専門職

学位課

程 

教育実践探究専攻 小学校教諭専修免許状  

中学校教諭専修免許状 国語，社会，数学，理科，

音楽，美術 保健体育，技

術，家庭，英語 

高等学校教諭専修免許状 国語，地理歴史，公民，数

学，理科，音楽，美術，工

芸，書道，保健体育，家庭，

情報，農業， 工業，商業，

英語 

養護教諭専修免許状  

幼稚園教諭専修免許状  

地域デザイン

研究科 

修士課

程 

地域デザイン専攻 中学校教諭専修免許状 美術 

高等学校教諭専修免許状 美術，工芸，商業 

先進健康科学

研究科 

修士課

程 

先進健康科学専攻 中学校教諭専修免許状 理科 

高等学校教諭専修免許状 理科 

理工学研究科 修士課

程 

理工学専攻 中学校教諭専修免許状 数学，理科 

高等学校教諭専修免許状 数学，理科，情報，工

業 

農学研究科 

 

修士課

程 

生物資源科学専攻 中学校教諭専修免許状 理科 

高等学校教諭専修免許状 理科，農業 
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２ 佐賀大学学位規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は，佐賀大学学則（平成16年4月1日制定）第36条及び佐賀大学大学院学則（平成16年4

月1日制定。）第22条の規定に基づき，佐賀大学（以下「本学」という。）が授与する学位に関し，必

要な事項を定めるものとする。 

（学位） 

第２条 本学において授与する学位は，学士，修士及び博士の学位並びに専門職学位とする。 

（学位に付記する専攻分野の名称） 

第３条  前条の学位を授与するに当たっては，別表に定める専攻分野の名称を付記するものとする。 

（学士の学位授与の要件） 

第４条  学士の学位は，本学の学部を卒業した者に授与するものとする。 

（修士の学位授与の要件） 

第５条 修士の学位は，本学大学院の修士課程を修了した者に授与するものとする。 

（博士の学位授与の要件） 

第６条  博士の学位は，本学大学院の博士課程を修了した者又は本学大学院の博士課程の後期3年の課程

（以下「博士後期課程」という。）を修了した者に授与するものとする。 

２ 前項に定めるもののほか，博士の学位は，本学大学院の行う博士の学位論文（以下「博士論文」とい

う。）の審査に合格し，かつ，本学大学院の博士課程を修了した者又は本学大学院の博士後期課程を修

了した者と同等以上の学力を有することを確認（以下「学力の確認」という。）された者に授与するこ

とができる。 

（専門職学位の授与の要件） 

第６条の２  専門職学位は，本学大学院の専門職学位課程を修了した者に授与するものとする。 

（学位の申請） 

第７条 第5条に規定する学位の授与を受けようとする者は，学位申請書（別紙第1号様式）に修士の学位

論文又は特定の課題についての研究の成果（以下「修士論文等」という。）を添え，研究科長に提出し

なければならない。 

２  第6条第1項に規定する学位の授与を受けようとする者は，学位申請書（別紙第2号様式）に博士論文，

論文目録（別紙第4号様式），博士論文の要旨及び履歴書を添え，研究科長を経て，学長に提出しなけ

ればならない。 

３ 第6条第2項の規定により，博士論文を提出して学位の授与を受けようとする者は，学位申請書（別紙

第3号様式）に，前項に規定するもののほか，別に定める学位論文審査手数料を添え，研究科長を経て，

学長に提出しなければならない。 

４ 研究科の博士課程又は博士後期課程に所定の期間在学し，所定の単位を修得し，かつ，必要な研究指

導を受けて退学した者が学位を申請するときは，前項の規定を準用する。この場合において，退学した

ときから1年を超えないときは，学位論文審査手数料の納付を免除する。 

５ 既納の学位論文審査手数料は，返還しない。 

（修士論文等及び博士論文） 

第８条  修士論文等及び博士論文は，1編に限る。ただし，参考資料として他の論文を添付することがで

きる。 

２ 研究科長は，審査のため必要があるときは，修士論文等及び博士論文の提出者に，当該修士論文等及
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び博士論文の訳文その他必要な資料等の提出を求めることができる。 

（審査の付託） 

第９条 研究科長は，第7条第1項の規定による修士の学位の申請を受理したときは，当該研究科委員会

（工学系研究科にあっては教授会。以下「研究科委員会等」という。）にその審査を付託しなければな

らない。 

２ 学長は，第７条第２項から第４項までの規定による博士の学位の申請を受理したときは，当該研究科

長を経て，研究科委員会等にその審査を付託しなければならない。 

（審査員の選出） 

第１０条 前条第1項の規定により修士論文等の審査を付託された研究科委員会は，修士論文等の内容及

び専攻科目に関連がある教員の中から審査員3人以上を選出して，修士論文等の審査及び最終試験を行

わせるものとする。 

２ 前条第2項の規定により博士論文の審査を付託された研究科委員会等は，博士論文の内容及び専攻科

目に関連がある教員の中から審査員3人以上を選出して，博士論文の審査並びに最終試験又は試験及び

学力の確認を行わせるものとする。 

３ 前2項の規定にかかわらず，修士論文等及び博士論文の審査に当たって必要があるときは，研究科委

員会等の議を経て，他の大学院又は研究所等（外国の大学院又は研究所等を含む。）の教員等を審査員

として加えることができる。 

（審査の期間） 

第１１条  修士論文等は，提出者の在学期間中に審査を終了するものとする。  

２  博士論文は，受理した日から1年以内に審査を終了するものとする。 

（最終試験） 

第１２条 最終試験は，第7条第1項又は第2項の規定により申請のあった者に対し，修士論文等又は博士

論文の審査を終えた後，修士論文等又は博士論文を中心として，これに関連のある科目について筆記又

は口述により行うものとする。 

（試験） 

第１３条 試験は，第7条第3項及び第4項の規定により申請のあった者に対し，博士論文の審査を終えた

後，博士論文を中心として，これに関連のある専門分野について筆記又は口述により行うものとする。 

（学力の確認） 

第１４条  学力の確認は，第7条第3項及び第4項の規定により申請のあった者に対し，博士論文の審査及

び試験を終えた後，博士論文に関連のある専門分野及び外国語について筆記又は口述により行うもの

とする。 

（学力の確認の特例） 

第１５条 前条の規定にかかわらず，第7条第4項に規定する者のうち，退学したときから一定の年限内の

者については，各研究科の定めるところにより，第6条第1項に規定する者と同等以上の学力を有する者

とみなし，学力の確認を免除することができる。 

（審査結果の要旨の報告） 

第１６条 審査員は，第7条第1項又は第2項の規定により申請のあった者の修士論文等又は博士論文の審

査及び最終試験を終了したときは，その結果の要旨を速やかに研究科委員会等に報告するものとする。 

２ 審査員は，第7条第3項及び第4項の規定により申請のあった者の博士論文の審査並びに試験及び学力

の確認を終了したときは，その結果の要旨を速やかに研究科委員会等に報告するものとする。 
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３ 前2項の報告は，文書をもって行うものとする。 

（合否の判定） 

第１７条 研究科委員会等は，前条第1項の報告に基づき，修士論文等又は博士論文及び最終試験の合否

の判定を行う。 

２  研究科委員会等は，前条第2項の報告に基づき，博士論文及び試験の合否の判定を行う。 

（判定結果の報告） 

第１８条 学部長又は研究科長は，教授会又は研究科委員会等において学位を授与するものと判定した

ときは，速やかに，次に掲げる事項を記載した文書を添えて，その旨を学長に報告しなければならない。 

(1) 授与する学位の種類 

(2) 授与する年月日 

(3) 博士の場合，第6条第1項又は第2項のいずれの規定によるかの別 

(4) 博士の場合，博士論文の審査及び最終試験又は試験の結果の要旨 

(5) 第6条第2項の規定による博士の場合，学力の確認の結果の要旨 

２  学位を授与できないと判定した者については，その旨を学長に報告しなければならない。 

（学位の授与） 

第１９条 学長は，前条の報告に基づき学位を授与すると決定した者には，学位記（別紙第5号様式，別

紙第6号様式，別紙第7号様式又は別紙第8号様式）を交付し，学位を授与できないと決定した者には，

その旨を通知するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，国立学校設置法の一部を改正する法律（平成15年法律第29号）附則第2項

の規定により平成15年9月30日に在学する者が在学しなくなる日までの間存続するものとされた佐賀

医科大学に在学していた者に対し，学位を授与すると決定した場合の学位記は，別紙様式第9号様式，

第10号様式又は第11号様式とする。 

（学位授与の報告） 

第２０条 前条の規定により博士の学位を授与したときは，学位簿に登録し，学位規則（昭和28年文部省

令第9号）第12条に定める様式により文部科学大臣に報告しなければならない。 

（博士論文要旨等の公表） 

第２１条 本学が博士の学位を授与したときは，当該博士の学位を授与した日から3月以内に，当該博士

の学位の授与に係る博士論文の要旨及び博士論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公

表するものとする。 

（博士論文の公表） 

第２２条 博士の学位を授与された者は，当該博士の学位を授与された日から1年以内に，当該博士の学

位の授与に係る博士論文の全文を公表しなければならない。ただし，当該博士の学位を授与される前に

既に，公表したときは，この限りでない。 

２ 前項本文の規定にかかわらず，博士の学位を授与された者は，やむを得ない事由がある場合には，学

長の承認を得て，当該博士の学位の授与に係る博士論文の全文に代えてその内容を要約したものを公

表することができる。この場合において，研究科長は，当該博士論文の全文を求めに応じて閲覧に供す

るものとする。 

３ 博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は，本学の協力を得て，インターネットの

利用により行わなければならない。 

（学位の名称） 
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第２３条 本学の学位を授与された者が，学位の名称を用いるときは，「佐賀大学」と付記しなければな

らない。 

（学位授与の取消し） 

第２４条 学位を授与された者が，不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき又はその

名誉を汚辱する行為があったときは，学長は，教授会又は研究科委員会等の議を経て，学位の授与を取

り消し，学位記の返還を命じ，かつ，その旨を公表するものとする。 

（学位記の再交付） 

第２５条  学位記の再交付を受けようとする者は，その理由を明記して学長に願い出なければならない。 

（雑則） 

第２６条 この規則に定めるもののほか，学位に関し，必要な事項は，各学部又は各研究科が別に定め

る。  

附 則（平成３１年２月２７日改正） 

１ この規則は，平成３１年４月１日から施行する。 

２ 国立大学法人佐賀大学基本規則の一部を改正する基本規則（平成３１年２月２７日制定）附則第２項

及び第３項の規定により平成３１年３月３１日に在学する者が在学しなくなる日までの間存続するも

のとされた佐賀大学理工学部及び佐賀大学農学部に置かれていた学科並びに佐賀大学大学院医学系研

究科修士課程及び佐賀大学大学院工学系研究科博士前期課程に置かれていた専攻に在学する者に対す

る学位の授与，授与する学位に付記する専攻分野の名称及び学位記の様式は，改正後の第５条，別表及

び第６号様式の規定にかかわらず，なお従前の例による。 
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別表（第３条関係）  

学位及び専攻分野の名称 

1 学部 

学部 学科又は課程 学位及び専攻分野の名称 

教育学部 学校教育課程 学士（学校教育） 

芸術地域デザイン学部 芸術地域デザイン学科 
学士（芸術） 

学士（地域デザイン） 

経済学部 

経済学科 学士（経済学） 

経営学科 学士（経済学） 

経済法学科 学士（経済学） 

医学部 
医学科 学士（医学） 

看護学科 学士（看護学） 

理工学部 理工学科 
学士（理学） 

学士（工学） 

農学部 生物資源科学科 学士（農学） 

2 研究科 

研究科 課程 専攻 学位及び専攻分野の名称 

学校教育学研究科 専門職学位課程 教育実践探究専攻 教職修士（専門職） 

地域デザイン研究科 修士課程 地域デザイン専攻 修士（地域デザイン） 

医学系研究科 博士課程 医科学専攻 博士（医学） 

先進健康科学研究科 修士課程 先進健康科学専攻 

修士（医科学） 

修士（看護学） 

修士（理学） 

修士（工学） 

修士（農学） 

理工学研究科 修士課程 理工学専攻 
修士（理学） 

修士（工学） 

工学系研究科 博士後期課程 システム創成科学専攻 

博士（学術） 

博士（理学） 

博士（工学） 

農学研究科  修士課程 生物資源科学専攻 修士（農学） 
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３ 共同利用・共同研究拠点及び学内共同教育研究施設が大学院課程教育のために提供す

る教育プログラムの開設要項 

（平成25年3月27日副学長制定） 

（趣旨） 

第１ この要項は，佐賀大学大学院学則（平成16年4月1日制定）第13条第2項の規定に基づき，共同利用・ 

共同研究拠点及び学内共同教育研究施設（以下「センター」という。）が大学院課程教育のために提供

する教育プログラム（以下「センター教育プログラム」という。）の研究科における開設に関し，必要

な事項を定める。 

（センター教育プログラム） 

第２ センターは，研究科の学生に最先端の研究成果を踏まえた教育をすることにより，幅広く深い学識

を涵養するとともに，専門的知識を持つ人材としての学識を深めることを目的として，次の表の左欄に

掲げるセンターごとに同表右欄に掲げるセンター教育プログラムを提供する。 

センター センター教育プログラム 

海洋エネルギー研究センター 海洋エネルギーとエネルギー有効利用教育 プログラム 

総合分析実験センター 先端実験科学教育プログラム 

総合情報基盤センター 情報基盤・計算科学先端教育プログラム 

シンクロトロン光応用研究センター 先端光応用工学教育プログラム 

（授業科目及び単位数） 

第３ センター教育プログラムの授業科目及び単位数は，別表のとおりとする。 

（センター教育プログラムの授業科目の認定） 

第４ 研究科は，当該研究科において教育上必要と認めた場合には，センター教育プログラムの授業科目

を当該研究科が開講する授業科目として認定するものとする。 

（変更手続） 

第５ センターは，第2及び第3に規定するセンター教育プログラムの名称及び授業科目を変更する場合

は，開設年度の前年12月までに佐賀大学教育委員会委員長（以下「委員長」という。）に届け出て，当

該研究科の了承を得るものとする。 

（修了要件） 

第６ センター教育プログラムの修了要件は，別表に掲げる授業科目のうち同一プログラムの授業科目

を5単位以上修得することとする。 

２ 前項に規定する修了要件を満たし修了認定を希望する者は，所定の申請書に成績証明書を添えて学

務部教務課又は医学部学生課の当該研究科大学院担当に提出しなければならない。 

（修了認定） 

第７ センター教育プログラムの修了認定は，委員長が行い，当該プログラムを提供するセンターに報告

する。 

２ 前項に規定する報告を受けたセンターの長は，修了認定を受けた者にプログラム修了証書を授与す

る。 

（事務） 

第８ センター教育プログラムに関する事務は，学務部教務課が行う。 

（雑則） 

第９ この要項に定めるもののほか，センター教育プログラムに関し必要な事項は，委員長が別に定め
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る。 

附  則（平成３１年２月１４日改正） 

１ この要項は，平成３１年４月１日から実施する。 

２ 平成３１年３月３１日において現に在学する者（以下「在学者」という。）及び在学者の属する年

次に転入学又は再入学する者については，なお従前の例による。 

別表（第3関係） 

センター プログラム 授業科目 単位数 

海洋エネルギー研究セ

ンター 

海洋エネルギーとエネ

ルギー有効利用教育プ

ログラム 

海洋環境特論 2 

海洋システム設計特論 2 

エネルギー変換特論 2 

流動システム工学特論 2 

エネルギー機関特論 2 

熱物質移動工学特論 2 

総合分析実験センター 先端実験科学教育プロ

グラム 

地球環境化学特論 2 

分子細胞生物学特論 1 

実験・検査機器特論 1 

実験動物学特論 1 

細胞情報学特論 1 

総合情報基盤センター 情報基盤・計算科学先

端教育プログラム 

計算科学特論 2 

ネットワーク指向システム特論 2 

ユビキタス情報環境特論 2 

並列分散アルゴリズム特論 2 

シンクロトロン光応用

研究センター 

先端光応用工学教育プ 

ログラム 

光量子エレクトロニクス特論 2 

シンクロトロン光利用科学技術工学特

論 

2 

シンクロトロン光応用物理学特論 2 

量子光学 2 

物質情報エレクトロニクス特論 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 各種手続き等について



Ⅴ 各種手続き等について 

１ 学生への連絡について 

学生への通知及び連絡は，掲示によって行うので，学生センターの掲示板を見るよう心がけること。 

 

２ 証明書が必要なとき 

名称 手続き先 

在学証明書・成績証明書・修了見込証明書 

学生旅客運賃割引証（年間1人10枚以内） 

自動発行機で発行 

（設置場所   学生センター） 

通学証明書 学生生活課 

その他の証明書 教務課 

（注）証明書の種類によっては発行に数日かかるので，余裕をもって申し込むこと。 

 

３ その他の願い出について 

種別 手続き先 備考 

休学願 

教務課 

（学生センター） 

病気等の理由で３か月以上、１年以内休まなければならない

場合は、指導教員と相談の上、承認を得て提出してください 

退学願 指導教員と相談の上、承認を得て提出してください。 

復学願 
休学期間が満了し復学を希望する場合は、早めに指導教員と

相談の上、承認を得て提出してください。 

追試験願 

インフルエンザ等の感染症による疾病等により、定期試験を

受けることができなかった場合は、電話等により教務課へ連

絡し、疾病等が完治した後に教務課に来てください。 

異議申立書 
定期試験の結果に疑義があり、授業担当教員に成績開示を求

めた上で異議がある場合は、教務課に相談してください。 

住所等変更届 

個人情報の修正については、Live Campusにより各自修正して

ください。なお、保証人の住所については、個人で修正がで

きませんので、教務課へ申し出てください。 

（注）学籍異動は、原則として、希望する休学開始日・退学日の１か月前までに届け出なければなりませ

ん。ただし、病気・怪我等でやむを得ない場合は、期限を過ぎていても考慮することがありますので、

教務課に相談してください。 

 

４ 授業料の納付について 

授業料は次のとおり納付すること。  

1）前期分  4月1日から5月31日まで 

2）後期分  10月1日から11月30日まで 

3）納付先  事務局経理調達課収入係 

 

５ その他注意事項 

上記以外の各種手続き等については，学生便覧の「２学生生活」を参照すること。 
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Ⅳ 資 料 
 



日本学術振興会の特別研究員制度について 

 

詳細は日本学術振興会ホームページで確認すること。 

※特別研究員募集の HP 

http://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_boshu_f.htm 
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Ⅵ コース主任 
 



 

博士後期課程 

コース 主任 

電子情報システム学 岡崎 泰久 

生産物質科学 船久保 公一 

社会循環システム学 冨永 昌人 

先端融合工学 寺本 顕武 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度 

履修案内 

 

令和２年４月発行 

 

編集 

佐賀市本庄町一番地 

佐賀大学大学院工学系研究科 

 


